
第15回 ハンセン病問題に関する検証会議の  
提言に基づく再発防止検討会  

議   
事   次   第  

目 時  平成21年3月6日（金）10：00～12：00  1．  

虎ノ門パストラル 「マグノリア」  所
 
 
 

場
 
 
 

2
 
 
 

会
 
 
 

題
開
 
 

議
…
 
 

3
 
 

（2）「患者・被験者の権利擁護のあり方」を検討する  
ワーキング・グループ作業班の報告   

（3）「疾病のつくる差別・偏見の克服、国民・社会への普及啓発」  
を検討するワーキング・グループの報告  

（4）全体にかかわる序文について  

（5）その他  

【配付資料】  

資料1  患者の権利に関する体系  

資料2  疾病を理由とする差別・偏見の克服、国民・社会への普及啓発のあり方  

資料3  報告書案・序文   



患者の権利に関する体系  

【目 次】  

序  文………。………………………‥‖，．．．．‥‥‥．．．．．．．‖．2  

Ⅰ 医療の諸原則と医療体制の充実……………．。‖．……………。。，4  

Ⅱ 患者の権利と責務…．。……，．‥．．．…．‖……‥‖‥．…………．5  

1．患者の尊厳とプライバシー………‥。‥。．。………．…………。．．．5  

2．自己決定権‥．………．，．‥‥‥‥．．．．‥‥‥‥‥．．‥‥．．．．．．‥．．…。5  

3．情報の提供等……………………………。……．‖……．‥．．．6  

4．健康教育………．。…………………………‥．…………… 8  

5．患者の責務……………………………‥．…‥‥．‖．…．．．．．．．8  

6．臨床研究と被験者の権利……．．……………．．……‥‖……‥‖ 8  

7．一被拘束者としての患者の権利……‥．…………………‖．．．．．…．9  

8．被害回復を求める権利………．．…．．……………‖…………。10  

Ⅲ 医療提供者の権限と責務……………………………………．10  

1．医療提供者の権限と責務．．‥‥‥．‥‥．‥．…‥‥．．‖‥．．‥‥．．．…‥10  

＜用語の表記について＞  

「医療提供者」については、医療機関、医療提供者、医療の担い手等、様々な表現があ  
り得るが、ここではこれらを含めて表記を統一した。   



序  文   

患者の権利については、医療従事者の側からの自主的な「宣言」ないし「指  

針」を作成する動きと並んで、法制化の動きもみられる。日本の現行法にお  

いても、数多くはないが、医療の基本原則に関わる法規定が散見される。た  

とえば、「医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医  

師、薬斉相弔、看護師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に  

基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その  

内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリテーシ  

ョンを含む良質かつ適切なものでなければならない。」（医療法第1条の2第  

1項）などの規定がそれである。   

しかし、施設法にすぎない医療法などの中に無理に挿入されているためか、  

これらの法規定は部分的であって、医療の基本原則という観点からみた場合  

に、患者の権利に？いての重要で不可欠な法規定が少なからず欠けていると  

いう問題がある。その反面、医療従事者の責務については、医療法や医師法  

などで詳細に規定されている。これらのなかには、規定違反に対して罰則が  

定められているものも含まれている。問題は、これらの法規定の性格である。  

患者の権利の擁護という観点から導き出されたものというよりも、あくまで  

も国の医療行政を円滑に進めるための医療施設や医療従事者に対する行政  

取締法規という性格が強く、しかも前近代的な強行的規定が残されている。  

これでは、患者と医療従事者との信頼関係を促進するどころか、かえって損  

なうことにもなりかねない。   

国や自治体の責務に関する法規定の場合も、それは同様である。現行法は  

医療法にいくつかの規定を置くものの、やはり患者の権利擁護という観点か  

らみて重要な法規定は存在しない。   

このような日本法の現状は、患者と医療従事者との間に醸成された相互不  

信を拡大させる懸念がある。この懸念をなくすためにも、患者の権利につい  

ての法規定を整備し、併せて、医療従事者の責務や国・自治体の責務につい  

ての法規定を患者の権利擁護という観点から位置づけし直し、医療の基本法   



を中心に医師法、医療法など医療関係諸法規の再編成を図ることが喫緊の課  

題となっている。医療法や医師法などの一部改正等によってこのような法規  

の整理・整備を図ることは非常に困難であり、あるべき政策を明確にするこ  

とが今後にとって大きな課題である。   

本再発防止検討会では、ハンセン病問題検証会議の法制化の提言を受けて、  

様々な角度から法制化についての検討を行ってきた。その結果、患者の権利  

に関する体系は、「医療の基本原則と医療体制の充実」、「患者の権利と責  

務」、「医療提供者の権限と責務」という構成をとることとされた。これに  

よって、検討会などで提出された意見を織り込むとともに、患者の権利→医  

療従事者の権限と責務→国及び自治体の責務→これらを通底する医療の一  

般原則という論理関係を構成上も明らかにしようとしたものである。「医療  

の基本原則と医療体制の充実」、 「患者の権利と責務」、「医療提供者の権  

限と責務＿lという整理の下に配列された諸規定は決して網羅的なものではな  

い。医療の基本法の内容として、現時点で共通認識が得られると考えられる  

最小限のものを列挙したにとどまる。その豊富化、あるいは担保方法の検討、  

さらには現存の医療関係諸法規などの検討は、立法に向けてより具体的な検  

討作業を行うであろう次の然るべき機関に委ねることにした。   

すべての国民は病と無縁ではありえない。差別なしに良質、安全かつ適切  

な医療を受けることは国民すべての切実な願いである。しかし、「医療崩壊」  

と喩えられているように、この願いに反するような事態が生じており、これ  

を阻止することは大きな国民的課題となっている。そのためには、患者の権  

利の擁護について国民的な合意形成を早急に図り、国および地方自治体はこ  

の国民的な合意に基づいて、良質、安全かつ適切な医療を効率的に提供する  

体制および医療法制度を確保すべきである。これは、単に医療改策上の努力  

目標にとどまらず、法律上の具体的な義務とされなければならない。   

患者の権利擁護という観点を含めて医療関係諸法規の整理・整備を図ると  

いう喫緊の課題が国によっ－て速やかに解決されることを強く要望し、医療の  

基本法の法制化に向けて本提言を行う所以である。   
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Ⅰ 医療の諸原則と医療体制の充実  

1－1医療の理念   

医療は、生命の尊重と個人の尊厳を旨とし、患者と医療提供者との相互理  

解と信頼関係に基づいて行われる。  

1－2 患者と医療提供者の関係   

患者と医療提供者の関係は、医療提供者が患者の要望を聴取したうえで、  

患者に診療の内容等に関する情報を説明し、患者がその内容を十分に理解し  

たことを前提に、患者と医療提供者が協力しながら疾痛の克服を目指すもの  

である。  

1－3 医療内容の質、安全性などの確保   

医療は、社会的な行為であり、その内容は、単に治療のみならず、健康の  

増進、疾病の予防のための措置およびリハビリテーションを含む良質、安全  

かつ適切なものでなければならない。  

1－4 最高水準の健康福祉の享受   

すべての人は、自己及び家族の健康および福祉に十分な生活水準を保持し、  

到達可能な最高水準の身体および精神の健康を享受する権利を有している。  

卜5 医療政策立案などへの参加   

すべての人は、医療政策の立案から医療提供の現場に至るまであらゆるレ  

ベルにおいて、医療に対し参加する権利を有する。  

1－6 疾病障害による差別の禁止   

すべての人は、疾病または障害を理由として差別されない。  

1－7 良質、安全、適切な医療の享受   

すべての人は、差別なしに良質、安全かつ適切な医療を受ける権利を有す  

る。  

卜8 医療供給体制、医療保障制度と国、地方公共団体の責務   

国及び地方公共団体は、1－1ないし卜6に規定する各理念に基づき、良質、  

安全かつ適切な医療を効率的に提供する体制および医療保障制度を確保す   



るよう努めなければならない。  

1－9 医療へのアクセス等の確保   

国および地方公共団体は、すべての人が1－4ないし卜7の権利を十分行使で  

きるように、医療へのアクセスと質の確保および理解を深めるための教育及  

び啓発に努めなければならない。  

Ⅱ 患者の権利と責務  

1．患者の尊厳とプライバシー  

卜1患者の尊厳とプライバシー   

医療提供者は、医療の提供に当たり、患者の生命、尊厳及びプライバシー  

を尊重しなければならない。  

1－2 患者の苦痛緩和、除去   

患者は、肉体的、精神的、社会的苦痛を緩和される権利を有し、医療提供  

者は、家族等と協力して、患者の尊厳を第一として、患者の苦痛の緩和・除  

去に努めなければならない。  

卜3 患者の診療個人情報保護  

①患者の健康状態、症状、診断、予後および治療につき個人を特定しうる情   

報、ならびにその他個人のすべての情報は、患者の死後も秘密が守られな   

ければならない。  

②医療提供者は、医療を受ける者の医療情報及び個人を特定できる情報につ   

いて、 正当な理由なくこれを第三者に開示してはならない。  

2．自己決定権  

2－1患者の自己決定権   

医療の提供に当たっては、患者の自由な意思に基づく同意が不可欠であり、  

この同意を欠く医療の提供は原則として許されない。  

2－2 本人の同意によらない医療、措置   

本人の同意によらない医療および措置は、緊急その他やむを得ない理由が  

ある場合に限り、かつ、適正手続に則って行われなければならない。  
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2－3 十分な情報を受けたうえでの決定   

患者は、提供される医療に対し、十分な情報提供と分かりやすい説明を受  

け、自由な意思のもとに、同意、あるいは不同意の自己決定を行うことがで  

きる。  

2－4 治療に対する同意と拒否   

判断能力のある患者は、いかなる診断上の手続きないし治療に対しても、  

同意を与え、または差し控える権利を有する。  

2－5 医療提供者の十分な説明   

医療提供者は、患者の自己決定に資するよう、診療内容および自己決定の  

もたらす結果について十分かつ適切な説明を行い、患者の理解を得るよう努  

めなければならない。  

2－6 医療機関の選択及び変更   

患者は、医療機関を自由に選択し、また変更することができる。  

3．情報の提供等  

3－1医療情報へのアクセス   

すべての人は、自己の生命、身体、健康などに関わる状況を正しく理解し、  

最善の選択をなしうるために、必要なすべての医療情報にアクセスすること  

ができる。  

3－2 診療記録など開示請求権   

患者は、医療機関に対し、診療録等の自己に関する医療情報の開示を求め  

る権利を有する。  

3－3 医療提供者の診断内容などの説明   

医療提供者が患者を診察したときは、病名を含めた診断内容を告げ、当該  

疾病の内容、今後の推移、およびこれに対する検査・治療の内容や方法など  

について、患者が理解できるように易しく説明しなければならない。  

3－4 診療情報を知らされない権利   

患者は、自身の診断や治療の内容などに関する情報を知らされない権利を  
有するが、知らされないことを可能とするために必要な制度・手続きが定め  
られなければならない。   



3－5 第二の意見の聴取   

患者は、、他の医療機関を受診し、それまでに得られた情報を提供して意見  

を求めることができる。  
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4．健康教育  

4－1健康教育などの受領   

すべての人は、個人の健康と保健サービスの利用について、 情報を与えら  

れたうえでの選択が可能となるような健康教育を受けることができる。  

4－2 健康教育と国、地方公共団体の責務   

国、地方公共団体及び医療提供者は、前項の健康教育に積極的に関わると  

ともに、医学や疾病に関する知識のみならず、医療制度や現在医療が置かれ  

ている問題について、社会に対する教育啓発活動を行わなければならない。  

5．患者の責務  

5－1健康の増進など   

すべての人は、自らの健康状態を自覚し、健康の増進に努めなければなら  

ない。  

5－2 患者・家族の協力   

患者およびその家族は、医療提供者が良質、安全かつ適切な医療を提供で  

きるように協力しなければならない。  

5－3 病歴についての情報提供   

患者は、医療を受けるときには、医療提供者に対し、過去の病歴・投薬・  

入院歴・家族の病歴・その他現在の健康状態に関係するすべての事項を含む、  

病歴についての十分な情報を提供するように努めなければならない。  

6．臨床研究と被験者の権利  

6－1臨床研究の推進   

良質、安全かつ適切な医療の提供のためには優れた臨床研究の推進が不可  

欠である。  

6－2 被験者の権利擁護   

臨床研究に当たっては、被験者の生命、健康、プライバシー 及び尊厳が守  

られなければならない。  
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6－3 臨床研究及び被験者保護に関する立法   

臨床研究及び被験者の権利については別途定めることとする。  

7．被拘束者としての患者の権利  

7」1患者の虐待禁止   

いかなる場合も患者を虐待してはならない。  

7－2 患者の自由制限措置   

患者の身体拘束等自由を制限する際には、その制限は緊急その他やむを得  

ない場合に限り、また必要最小限度で行われなければならない。  

7－3 適正手続   

前項の制限は、法の適正手続に基づいて行われなければならない。  
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8．被害回復を求める権利  

8－1 医療被害対応   

医療の過程において患者に被害が生じた場合、患者・家族・遺族は医療提  
供者に対して、誠実な対応を求めることができる。  

8－2 原因究明等   

① 患者・家族・遺族は医療提供者に対して、被害の原因究明、十分な情  

報開示と説明を求めることができる。   

② 医療提供者は、医療被害の再発防止措置の実施に努めなければならな  

い。  

8－3 国などの責務   

国および地方公共団体は、患者・家族・遺族の苦情への対応、患者が受け  

た被害についての救済あるいは回復のために、必要な制度・規則を定めなけ  

ればならない。  

Ⅲ 医療提供者の権限と責務  

1－1医療諸原則に従った診療提供   

医療提供者は、医療の諸原則に従った診療を行うよう努めなければならな  

い。  

卜2 医療提供者の患者の権利擁護   

医療提供者は、患者の諸権利を擁護するために、国、地方公共団体に対し  

て、医療体制の充実などを求めることができる。  

卜3 患者の同意と医療提供者の裁量   

医療提供者の適切な説明に基づき患者が同意した場合、医療提供者は同意  

を得た範囲内で医療水準にしたがった合理的な判断に基づき、適切な診療を  

実施することができる。  

1－4 複数連携医療施設と患者情報共通利用   

診療の必要上、同一患者を複数の医療施設が連携して診療する場合、各施  

設の医療提供者は患者の同意を得た上で必要な情報を相互に共通に利用す  

ることができる。この場合に各医療施設の医療提供者は正当な事由なくこれ  

を関係者以外に漏らしてはならない。  
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患者の権利に関する体系   
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序  文   

患者の権利については、医療従事者の側からの自主的な「宣言」ないし「指  

針」を作成する動きと並んで、法制化の動きもみられる。日本の現行法にお  

いても、数多くはないが、医療の基本原則に関わる法規定が散見される。た  

とえば、「医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医  

師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に  

基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その  

内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリテーシ  

ョンを含む良質かつ適切なものでなければならない。」（医療法第1条の2第  

1項）などの規定がそれである。   

しかし、施設法にすぎない医療法などの中に無理に挿入されているためか、  

これらの法規定は部分的であって、医療の基本原則という観点からみた場合  

に、患者の権利についての重要で不可欠な法規定が少なからず欠けていると  

いう問題がある。その反面、医療従事者の責務については、医療法や医師法  

などで詳細に規定されている。これらのなかには、規定違反に対して罰則が  

定められているものも含まれている。問題は、これらの法規定の性格である。  

患者の権利の擁護という観点から導き出されたものというよりも、あくまで  

も国の医療行政を円滑に進めるための医療施設や医療従事者に対する行政  

取締法規という性格が強く、しかも前近代的な強行的規定が残されている。  

これでは、患者と医療従事者との信頼関係を促進するどころか、かえって損  

なうことにもなりかねない。   

国や自治体の責務に関する法規定の場合も、それは同様である。現行法は  

医療法にいくつかの規定を置くものの、やはり患者の権利擁護という観点か  

らみて重要な法規定は存在しない。   

このような日本法の現状は、患者と医療従事者との間に醸成された相互不  

信を拡大させる懸念がある。この懸念をなくすためにも、患者の権利につい  

ての法規定を整備し、併せて、医療従事者の責務や国・自治体の責務につい  

ての法規定を患者の権利擁護という観点から位置づけし直し、医療の基本法   



を中心に医師法、医療法など医療関係諸法規の再編成を図ることが喫緊の課  

題となっている。医療法や医師法などの一部改正等によってこのような法規  

の整理・整備を図ることは非常に困難であり、あるべき政策を明確にするこ  

とが今後にとって大きな課題である。   

本再発防止検討会では、ハンセン病問題検証会議の法制化の提言を受けて、  

様々な角度から法制化についての検討を行ってきた。その結果、患者の権利  

に関する体系は、「医療の基本原則と医療体制の充実」、「患者の権利と責  

務」、 「医療提供者の権限と責務」という構成をとることとされた。これに  

よって、検討会などで提出された意見を織り込むとともに、患者の権利→医  

療従事者の権限と責務→国及び自治体の責務→これらを通底する医療の一  

般原則という論理関係を構成上も明らかにしようとしたものである。「医療  

の基本原則と医療体制の充実」、「患者の権利と責務」、「医療提供者の権  

限と責務＿lという整理の下に配列された諸規定は決して網羅的なものではな  

い。医療の基本法の内容として、現時点で共通認識が得られると考えられる  

最小限のものを列挙したにとどまる。その豊富化、あるいは担保方法の検討、  

さらには現存の医療関係諸法規などの検討は、立法に向けてより具体的な検  

討作業を行うであろう次の然るべき機関に委ねることにした。   

すべての国民は病と無縁ではありえない。差別なしに良質、安全かつ適切  

な医療を受けることは国民すべての切実な願いである。しかし、「医療崩壊」  

と喩えられているように、この願いに反するような事態が生じており、これ  

を阻止することは大きな国民的課題となっている。そのためには、患者の権  

利の擁護について国民的な合意形成を早急に図り、国および地方自治体はこ  

の国民的な合意に基づいて、良質、安全かつ適切な医療を効率的に提供する  

体制および医療法制度を確保すべきである。これは、単に医療政策上の努力  

目標にとどまらず、法律上の具体的な義務とされなければならない。   

患者の権利擁護という観点を含めて医療関係諸法規の整理・整備を図ると  

いう喫緊の課題が国によって速やかに解決されることを強く要望し、医療の  

基本法の法制化に向けて本提言を行う所以である。  
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Ⅰ 医療の諸原則と医療体制の充実  

1－1医療の理念   

医療は、生命の尊重と個人の尊厳を旨とし、患者と医療提供者との相互理  
解と信頼関係に基づいて行われる。  

1－2 患者と医療提供者の関係   

患者と医療提供者の関係は、医療提供者が患者の要望を聴取したうえで、  

患者に診療の内容等に関する情報を説明し、患者がその内容を十分に理解し  
たことを前提に、患者と医療提供者が協力しながら疾病の克服を目指すもの  

である。  

卜3 医療内容の質、安全性などの確保   

医療は、社会的な行為であり、その内容は、単に治療のみならず、健康の  

増進、疾病の予防のための措置およびリハビリテーションを含む良質、安全  

かつ適切なものでなければならない。  

卜4 最高水準の健康福祉の享受   

すべての人は、自己及び家族の健康および福祉に十分な生活水準を保持し、  

到達可能な最高水準の身体および精神の健康を享受する権利を有している。  

1－5 医療政策立案などへの参加   

すべての人は、医療政策の立案から医療提供の現場に至るまであらゆるレ  

ベルにおいて、医療に対し参加する権利を有する。  

1t6 疾病障害による差別の禁止   

すべての人は、疾病または障害を理由として差別されない。  

卜7 良質、安全、適切な医療の享受   

すべての人は、差別なしに良質、安全かつ適切な医療を受ける権利を有す  

る。  

卜8 医療供給体制、医療保障制度と国、地方公共団体の責務   

国及び地方公共団体は、卜1ないし1－6に規定する各理念に基づき、良質、  

安全かつ適切な医療を効率的に提供する体制および医療保障制度を確保す   



るよう努めなければならない。  

卜9 医療へのアクセス等の確保   

国および地方公共団体は、すべての人が卜4ないし1－7の権利を十分行使で  

きるように、医療へのアクセスと質の確保および理解を深めるための教育及  

び啓発に努めなければならない。  

（参考：医療法）   

医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師  
その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、及び医療を受ける者の  
心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防  

のための措置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければならない。  

（第一条の二第一項）   

医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意  

向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、調剤を実施する薬局その他の医  
療を提供する施設（以下「医療提供施設」という。）、医療を受ける者の居宅等におい  
て、医療提供施設の機能（以下「医療機能」という。）に応じ効率的に、かつ、福祉サ  
ービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければなら  
ない。（第一条の二第二項）   

医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、第一条のこに規定する理  
念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければなら  

ない。（第一条の四第一項）   

（参考：臓器の移植に関する法律）   

死亡した者が生存中に有していた自己の臓器の移植術に使用されるための提供に関  
する意思は、尊重されなければならない。（2条）   

何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくは提供したことの対価  
として財産上の利益の供与を受け、又はその要求若しくは約束をしてはならない。（11  
条1項）   

（参考：日本医師会職業倫理指針）   

医療はそれ自体が社会的な行為であり、医師は専門的な知識を有する者として、人々  

の健康、地域における福祉の増進などについて、その責任の一端を担わなければならな  

い。そして医療が強い公共性を有し、かつ人々の生命、身体の健康の維持もしくは回復  

を目的とすることに鑑み、適切に十分な医療行為が行われるような健全な社会保障制  

度、特に医療保険制度・介護保険制度をより良く構築していくことが重要である。保険  

診療を行う医師は、健康保険制度に基づく適切な診療を行うと同時に、制度をむしばむ  

いかなる不正行為も許されないことを自覚しなければならない。   

医師は保険医療の保持と改善に対しても責任を有する。社会保障制度を維持するため  
には限られた医療資源の適切な配分が必要であり、医師は公共の医療財源を守るという  

観点から制度の適切な運用を行う責任を負っており、医療保険制度の円滑な運用に資す  
ることも必要である。また、患者の不利益となるような規則・制度については不合理の  

是正および改善に努力することも、医師に求められる重要な責務といえる。（第1章5．  
（6））  
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（参考：日本病院会 病院憲章）  

四、病院は、患者中心の医療の心構えを堅持し、住民の満足を得られるように意欲ある  

活動をするものとする。  

五、病院は、地域医療体系に参加し、各々のもてる機能の連携により、合理的で効率的  
な医療の成果をあげることに努めるものとする。   

（参考：全日本病院協会 病院の行動基準（倫理綱領））  

私たち（全日病会員）の病院は   

公正な医療を提供します。  

差別なく、緊急性・必要性に応じて適切な医療を提供します。   

患者や家族との信頼関係に基づいた医療を提供します。   

（参考：リスボン宣言）  

a．すべての人は、差別なしに適切な医療を受ける権利を有する。  

b．すべての患者は、いかなる外部干渉も受けずに自由に臨床上および倫理上の判断を行   

うことを認識している医師から治療を受ける権利を有する。  

c．患者は、常にその最善の利益に即して治療を受けるものとする。患者が受ける治療は、   

一般的に受け入れられた医学的原則に沿って行われるものとする。  
d．質の保証は、常に医療のひとつの要素でなければならない。特に医師は、医療の質の   

擁護者たる責任を担うべきである。  

e．供給を限られた特定の治療に関して、それを必要とする患者間で選定を行わなければ   

ならない場合は、そのような患者はすべて治療を受けるための公平な選択手続きを受   
ける権利がある。その選択は、医学的基準に基づき、かつ差別なく行われなければな  

らない。  

f．患者は、医療を継続して受ける権利を有する。医師は、医学的に必要とされる治療を   

行うにあたり、同じ患者の治療にあたっている他の医療提供者と協力する責務を有す   
る。医師は、現在と異なる治療を行うために患者に対して適切な援助と十分な機会を   

与えることができないならば、今までの治療が医学的に引き続き必要とされる限り、   

患者の治療を中断してはならない。   

（参考：医療基本法 国会提出法案）   

医療の目的は、健康な生活の享受という国民共通の念願にこたえることにある。   

医療は、生命の尊重を旨とし、医学に基づき、及び医療のにない手と医療を受ける  
者との信頼関係に立って行なわれるものである。また、医療は、医師及び歯科医師が  
中心となって行なうものであり、それゆえ、医師及び歯科医師の職責は、極めて重大  
である。   

われらは、すべての国民が医学医術の進歩発展及び社会的経済的条件の変化に即応  

して、単に治療のみならず、健康の増進及び疾病の予防のための措置並びにリハビリ  

テーションを含む適切な医療を受ける機会を与えなければならないと考える。   
したがって、われらは、国民の健康を保護するための環境の整備と並行して、医学  

医術に関する研究開発の推進、医師等の人材の確保、医療施設の体系的整備等医療供  

給体制の総合的かつ計画的な整備を図ることが国の重要な責務であると確信する。   

ここに、医療に関する国の責務その他基本的な事項を明らかにし、その政策の目標  

を示ため、この法律を制定する。   

（参考：医療法）   

国及び地方公共団体は、前条に規定する理念に基づき、国民に対し良質かつ適切な医  

療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない。（1条の3）   



国及び地方公共団体は、医療を受ける者が病院、診療所又は助産所の選択に関して必  

要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。（6  

条の2・1項）   

国並びに都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、医療の安全に関する情報の提  

供、研修の実施、意識の啓発その他の医療の安全の確保に関し必要な措置を講ずるよう  

努めなければならない。（6条の9）   

都道府県、保健所を設置する市及び特別区（以下この条及び次条において「都道府県  
等」という。）は、第6条の9に規定する措置を講ずるため、次に掲げる事務を実施する  
施設（以下「医療安全支援センター」という。）を設けるよう努めなければならない。  

（6条の11）   

（参考：臓器の移植に関する法律）   

国及び地方公共団体は、移植医療について国民の理解を深めるために必要な処置を講  
ずるよう努めなければならない。（3条）   

（参考：患者の権利法 国会提出法案）   

国及び地方公共団体は、医療に関する情報の適正かつ円滑な提供の促進及び安全か  

つ適正な医療の確保を図るために必要な各般の措置を講ずるとともに、医療を受ける  

者によりこの法律に定める権利等が適切に行使されるよう、それに関する国民の理解  

を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。（第七条）   

（参考：患者権利法要綱案）  

（a）（権利の周知と患者を援助する義務）   

国および地方自治体は、ひろく国民および地域住民に対し、又、医療機関および医療  

従事者に対して、本法に定める患者の諸権利につき周知させるために学校教育を含め必  

要な具体的措置をとるとともに、患者自身がその権利を十分行使しうるよう、すべての  

市町村に一定数の患者の権利擁護委員をおいて患者・家族からの苦情相談を受け、医療  
機関との対話の促進を含め苦情が迅速かつ適切に解決するよう援助しなければならな  

い。  

（b）（医療施設等を整備する義務）   

国および地方自治体は、国民および地域住民が等しく最善かつ安全な医療を享受する  

ために、必要かつ十分な医療施設等の人的、物的体制を整備し、かつ、医療水準の向上  
のため適切な措置を講じなければならない。  

（c）（医療保障制度を充実する義務）   

国および地方自治体は、国民および地域住民がいつでもどこでも経済的負担能力に関  
わりなく最善かつ安全な医療を受けることができるように、又、医療機関および医療従  

事者が最善かつ安全な医療を提供しうるように医療保障制度を充実させなければなら  
ない。   

（参考：WHO欧州アムステルダム宣言）  

6．適用  

6．1 この文書によって明らかにされた権利の行使のためには、この目的のための適当  
な手．段が確立されるべきである。  

6．2 これらの権利の享受は、差別なく保障されるべきである。  

6．3 これらの権利を行使するに当たり、患者は、国際的人権規範に適合し、かつ、法  
定の手続にしたがった制限にのみ服する。  

6．4 患者がこの文書で明らかにされた権利を自ち行使しえない場合には、これらの権  
利は、法定代理人、もしくはその目的のために患者から選任された代理人によって行使  
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される。法定代理人も個人的な代理人もいない場合には、患者を代表する他の手段が講  

じられるべきである。   

6．5 患者は、この文書に明らかにされている権利の行使を可能にするような情報や  
助言にアクセスできなければならない。患者が自己の権利が尊重されていないと感じ  

る場合には、苦情申立ができなければならない。裁判所の救済手続に加えて、苦情を  

申し立て、仲裁し、裁定する手続を可能にするような、その施設内での、あるいはそ  
れ以外のレベルでの独立した機構が形成されるべきである。これらの機構は、患者が  

いっでも苦情申立手続に関する情報を利用でき、また独立した役職の者がいて患者が  

どういう方法を採るのが最も適切か相談できるようなものであることが望ましい。こ  

れらの機構は更に、必要な場合には、患者を援助し代理することが可能となるような  

ものにすべきである。患者は、自分の苦情について、徹底的に、公正に、効果的に、  

そして迅速に調査され、処理され、その結果について情報を提供される権利を有する。   

（参考：フィンランド：患者の地位および権利に関する法律）  

第3条 良質な保健・医療ケア及び良質な治療を受ける権利   
フィンランドに永続的に居住するすべての者は、差別されることなく、その時点に  

おいて利用できる保健・■医療ケアについては、可能な限りの資源の範囲内で、その者  

の健康状態に応じた保健・医療ケアを受ける権利を有する。フィンランドに一時的に  

滞在する者のケアの権利については、特別な規定又は互恵主義に基づく国家間の相互  

の合意が適用される。保健・医療ケアを調整するための自治体及び国の義務に関して  

は、国民保健法、特別医療法、感染症法（1986年第583号）、精神保健ケア法（1990年  
第1116号）、刑務所管理に関する政令及び国防軍保健ケア法が適用される。（2000年6  
月30日第653号により改正）   

各患者は、良質な保健・医療ケアを受ける権利を有する。ケアは、患者の人間の尊  
厳が侵害されることなく、患者の信念及び不可侵性が尊重される方法で患者が取り扱  

われるように整えられなければならない。 患者の母語、個人的なニーズ及び文化は、  

ケア及び治療においても、可能な限り、考慮されなければならない。 フィンランド  
語又はスウェーデン語を使用し、聞き、フィンランド語又はスウェーデン語によって  

サービスを受ける患者の権利及び官公庁においてこれらの言語を使用した翻訳を受け  

る患者の権利に関する規定は、言語法（2003年第423号）第10粂、第18条及び第20条に  
定めるところによる。フィンランド語及びスウェーデン語により保健・医療ケアサー  

ビスを供給する自治体及び自治体連合に関する規定は、国民保健法及び特別医療法に  

定めるところによる。（2003年6月6 日第429号により改正）   

（参考：アイスランド：患者権利に関する法律）  

第1条 目的   

この法律は、患者に一般的な人権及び人間の尊厳に基づく特別な権利の存在を保証  

し、かつ保健サービスに関する彼らの法的地位を強化し、患者と保健従事者の間に存  

在すべき信頼関係を支援することを目的とする。   

患者を性、信仰、信条、国籍、人種、肌の色、経済的地位、家族関係又はその他の  

立場の違いによって差別することは禁止される。  

第2条 定義  
［この法律では以下の用語は次のように定義する］  

a．患者：保健サービスを利用するすべての者  

b．保健従事者：保健・社会保障大臣によって医療分野において業務を行うことを認め   
られ、その分野で労働するすべての者  

c．治療：医師又はその他の保健従事者が患者を診断し、治癒させ、機能回復させ、看   
護又は介護することを目的として施す検査、試験、医療行為又はその他のサービス   



d．科学的研究：知識、特に保健及び疾病治療の改善を可能にさせるような知識の増進  
を達成することを目的として行われる研究。第29条にいう科学倫理委員会又は倫理   

委員会で行われる研究の評価は、科学的及び倫理的な観点からは、この実施に異を  

唱えることはないということを明らかにするものでなければならない。  
第3条 保健サービスの質   

患者は、その時点において利用可能な最高の保健サービスを受ける権利を有する。   

患者は、その時点における患者の状態、予後に関わるサービス及び利用可能な最高  

の知識を得る権利を有する。保健従事者は、患者と健全な関係を築く努力をしなけれ  
ばならない。   

患者は、治療に関わるすべての保健従事者及び施設から継続的なサービスを受け、  

協力関係を結ぶ権利を有する  

第4条 患者の権利に関する情報へのアクセス   

保健・社会保障大臣は、患者の権利、患者団体及び社会保障制度に関する情報が利  

用可能なように保証しなければならない。この情報は、保健施設及び自営の保健従事  

者の建物内、事業所内で利用できるような状態でなければならない。さらに、子ども  
及び成人の疾病の原因及び結果について公衆に知らしめる努力がなされなければなら  
ない。   

（参考：デンマーク‥患者の権利に関する法律）  

第1条   

この法律は、患者の尊厳、不可侵性及び自律性の確保に貢献しなければならない。  

この法律は、さらに、患者と保健従事者との関係の信頼及び秘密の保持に貢献しなけ  

ればならない。  

第2条  

（1）この法律は、法律によって他の特別の規定が定められている場合を除き、保健シ  
ステム又は保健サービスが提供されるその他の場所において、保健従事者によっ  

て治療を受けている患者又はすでに受けた患者に対して、適用される。  

（2）第3b章、第33条及び第34条第4項は、私的活動において、保存又は薬品製造その他  
のために生体物質を提供する者に対して、又は生体物質を受け入れる私的活動に  

対して、適用される。（2004年5月5日第312号により改正）  

第3条   

この法律において、治療とは、個々の患者に対する検査、診断、病気の治療、リハ  
ビリテーション、医療的ケア及び医療的予防その他をいう。  

第4条   

この法律において保健従事者とは、医療業務を行うため、特定の法的規定によって  

認定された者及びその者の責任のもとで行動する者をいう。  

第11条＜患者の関与＞   

自らインフォームド・コンセントを与えることが不可能な患者は、それが本人にと  

って有害なものではない限り、治療状況について患者が理解できる範囲内において、  

治療に関する情報を与えられ、治療に関する話し合いに加えられなければならない。  

患者の意見は、それが現在のもので、［患者に］関係するものである限り、重要性が  
あるとみなされる。   

（参考：ノルウェー：患者の権利に関する法律）  

第1－1条 目的   

この法律は、保健サービスに関する患者の権利を認めることにより、良質の保健援  

助を住民が平等に受けることを保証することに貢献することを目的とする。   

この法律の規定は、個々の患者の生命、不可侵性及び人間としての価値に配慮しつ  
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つ、患者と保健サービスの間における信頼関係を推進することに貢献するものとする。  

第1－2条 範囲   

この法律は、王国に滞在するすべての者に適用される。国王は、規則によりノルウ  
ェー国民ではない者又は王国に永住していない者に対して、第2章に基づき例外規定を  
定めることができる。   

国王は、’スヴアルバルド ・ヤンマイエン諸島に対し、この法律の適用に関する規則  

を定め、この地方の状況に応じた特別条項を定めることができる。規則により国王が  

決定した範囲内において、この法律は、貿易に従事するノルウェー船、ノルウェーの  

国際線民間航空機、ノルウェー沖大陸棚上の業務に関わる設備及び大型船上にいる者  

にも適用される。  

第1－3条 定義   

この法律において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定める以下の意味を有す  
る。  

a．患者：保健援助を求めて、保健サービスを受ける者、又は個々の場合において、  
保健サービスが保健援助を供給若しくは提供する対象者  

b．患者の親族：患者が親族及び最も身近な親族として指定する者。患者が自己の最  
も身近な親族を指定できない場合、最も身近な親族とは、最大限可能な範囲内に  

おいて患者と最も長く、又は途切れることなく接触している者とする。ただし、   

一般的には、次の順位が守られる 
患者と婚姻関係又は同棲関係のパートナーとして同居している者、成人に達した  

子ども、親又は親権を有するその他の者、成人に達した兄弟姉妹、祖父母、患者  
に近いその他の家族の一員、後見人又は後見人補佐  

c．保健援助：予防、診断、治療、健康維持又はリハビリテーションの効果をもち、  
看護及び介護の目的をもって保健従事者によって実施された行為  

d．保健サービス：基本的保健サービス、専門的保健サービス及び歯科保健サービス  

e．保健従事者：保健従事者法第3条にいう者  
第2－1条   

必要な保健援助に関する権利患者は、救急の援助を受ける権利を有する。患者は、  

自治体の保健サービスから必要な保健援助を受ける権利を有する   

患者は、専門的保健サービスから必要な保健援助を受ける権利を有する。［保健援  
助に対する］権利は、患者が保健援助から利益を得ることが予測できる場合、かつそ  
の費用が当該の医療処置から得られる結果と比べて適正である場合に限定して、行使  

することができる。専門的保健サービスは、権利を有する患者が、必要な保健援助を  
得るために医学的妥当性により必要とされる時期について、期限を決定しなければな  

らない。   

保健サービスは、保健援助を求め、又はこれを必要とする者に対して、その者が自  
己の権利を保護するために必要な関連の保健及び治療の情報を与えなければならな  

い。 地域の保健事業体が、専門的保健サービスから必要な保健援助を得る権利のあ  

る患者に対し保健援助をせず、第2項に規定された時点までに必要な保健援助が得られ  
ない場合、患者は民間のサービスト提供者又は国外のサービス提供者から、停滞するこ  

となく必要な保健援助を受ける権利を有する。   

国内では適切な医療提供ができないとみなされるため、地域の保健事業体が、必要  

な保健援助を得る権利のある患者に保健援助を与えることができない場合、患者は、  

国外のサービス提供者から第2項に規定された期限内に、必要な保健援助を得る権利を  
有する。 国王は、患者が権利を有する可能性のある保健援助の内容に関して、規則  
を定めることができる。   

省は、第2項にいう期限についての情報の決定並びにその情報及び第4項に従い、患  
者が民間のサービス提供者又は国外のサービス提供者から受ける権利のあるサービス  
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の料金の支払大系並びに支払いに関して、細則を定めることができる。   
（2001年6月15日第93号法により改正、2001年12月14日第1417号政令により2002年1  

月1日施行。2003年12月12日第110号法により改正、2004年3月19日第540号政令により  
2004年9月】．日施行）  

第3－1条 関与についての患者の権利   

患者は、保健援助の実施に関与する権利を有する。患者は、利用可能で適正な検査  
及び治療の方法の選択に関与する権利も有する。関与の形態は、情報を授受する患者  

個人の能力に応じて調整されるものとする。 患者がインフォームド・コンセントを行  

うことができない場合は、患者の最も身近な親族が患者とともに関与する権利を有す  

る。   

保健援助が提供されている間、第三者が立ち会うことを患者が希望する場合、その  

意思は可能な限り、認められなければならない。  
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Ⅱ 患者の権利と責務  

1．患者の尊厳とプライバシー  

1－1患者の尊厳とプライバシー   

医療提供者は、医療の提供に当たり、患者の生命、尊厳及びプライバシー  

を尊重しなければならない。  

卜2 患者の苦痛緩和、除去   

患者は、肉体的、精神的、社会的苦痛を緩和される権利を有し、医療提供  

者は、家族等と協力して、患者の尊厳を第一として、・患者の苦痛の緩和・除  

去に努めなければならない。  

卜3 患者の診療個人情報保護  

①患者の健康状態、症状、診断、予後および治療につき個人を特定しうる情   

報、ならびにその他個人のすべての情報は、患者の死後も秘密が守られな   

ければならない。  

②医療提供者は、医療を受ける者の医療情報及び個人を特定できる情報につ   

いて、正当な理由なくこれを第三者に開示してはならない。  

（参考：リスボン宣言）  

a．患者は、その文化および価値観を尊重されるように、その尊厳とプライバシーを守る   

権利は、医療と医学教育の場において常に尊重されるものとする。  

b．患者は、最新の医学知識に基づき苦痛を緩和される権利を有する。  

c．患者は、人間的な終末期ケアを受ける権利を有し、またできる限り尊厳を保ち、かつ   

安楽に死を迎えるためのあらゆる可能な助力を与えられる権利を有する。   

（参考：日本医師会職業倫理指針）   

特に死に至るまで意識が清明で苦痛の多い癌末期患者の場合が問題とされており、こ  
のような患者に対してその苦痛・苦悩を取り除き、残された人生をより快適に過ごせる  
ように支援することの重要性が指摘されてきた。患者の苦痛には肉体的、精神的、社会  

的苦痛、Spiritualpainなどがあり、担当医のみならず看護師、ソーシャルワーカー、  

宗教家、家族などが協力してチームとしてケアにあたり、患者の苦痛の緩和・除去に努  

める必要がある。（第1章2．（19））   

単なる延命よりも、患者の生活・生命の質（QOL）をより重視し、場合によっては延  
命治療の差し控えや中止も考慮すべきであるが、治療行為の差し控えや中止は患者の死  
につながるものである。したがって、医師はそれなりに慎重に判断すべきであり、特に  

患者の意思を尊重しなければならない。患者が治療を希望すれば、それに従うのは当然  

のことである。  
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（参考：全日本病院協会 病院の行動基準（倫理綱領））  

私たち（全日病会員）の病院は   

患者志向の医療を提供します。  
プライバシー を尊重します。   

（参考：日本医師会職業倫理指針）   

医師が、診療の過程で取得する患者・家族の健康・家族関係に関する情報（以下「患  
者情報」という）は、患者・家族にとり、きわめて秘密性の高いものである。医師が患  
者情報の秘密を守ることは、医師・患者間の信頼関係を保つうえで基本的に重要であり、  
これまでも医師は職業倫理として患者情報の秘密を守ってきたが、法律でも刑法などを  
通じて患者の秘密とこれを守る医師の立場の保護を図っている。また患者情報について  
は、診療の必要性から同一の医療機関内では医療関係者間で利用しうるが、関係者はこ  

れを外部に漏らしてはならず、管理者はそのための対策を立てるべきである。   
医師が患者情報についての守秘義務を免れるのは、患者本人や相続人が同意・承諾し  

て守秘義務を免除した場合か、または患者・家族の利益を守るよりもさらに高次の社会  
的・公共的な利益がある場合で、多くの場合その開示は法律上規定されている。   

患者の診療記録中に含まれる診（医）療情報は、患者本人にとって最も秘密性の高い  
健康情報などであり、記録の作成・利用に関与した医師などの医療関係者に対しては、  

法律上はもちろん、職業倫理上も厳重な守秘義務が課せられている。   

（参考：リスボン宣言）  

a．患者の健康状態、症状、診断、予後および治療について個人を特定しうるあらゆる情   

報、ならびにその他個人のすべての情報は、患者の死後も秘密が守られなければなら   

ない。ただし、患者の子孫には、自らの健康上のリスクに関わる情報を得る権利もあ   

りうる。  

b．秘密情報は、患者が明確な同意を与えるか、あるいは法律に明確に規定されている場   
合に限り開示することができる。情報は、患者が明らかに同意を与えていない場合は、   

厳密に「知る必要性」に基づいてのみ、他の医療提供者に開示することができる。  

c．個人を特定しうるあらゆる患者のデータは保護されねばならない。データの保護のた   

めに、その保管形態は適切になされなければならない。個人を特定しうるデータが導   

き出せるようなその人の人体を形成する物質も同様に保護されねばならない。   

（参考：フィンランド：患者の地位及び権利に関する法律）  

第3条 良質な保険・医療ケア及び良質な治療を受ける権利   

フィンランドに永続的に居住するすべての者は、差別されることなく、その時点にお  

いて利用できる保健・医療ケアについては、可能な娘りの資源の範囲内で、その者の健  

康状態に応じた保健・医療ケアを受ける権利を有する。フィンランドに一時的に滞在す  

る者のケアの権利については、特別な規定又は互恵主義に基づく国家間の相互の合意が  
適用される。保健・医療ケアを調整するための自治体及び国の義務に関しては、国民保  

健法、特別医療法、感染症法（1986年第583号）、精神保健ケア法（1990年第1116号）、  

刑務所管理に関する政令及び国防軍保健ケア法が適用される。（2000年6月30日第653  
号により改正）   

各患者は、良質な保健・医療ケアを受ける権利を有する。ケアは、患者の人間の尊厳  

が侵害されることなく、患者の信念及び不可侵性が尊重される方法で患者が取り扱われ  
るように整えられなければならない。 患者の母語、個人的なニーズ及び文化は、ケア  

及び治療においても、可能な限り、考慮されなければならない。 フィンランド語又は  
スウェーデン語を使用し、聞き、フィンランド語又はスウェーデン語によってサービス  

を受ける患者の権利及び官公庁においてこれらの言語を使用した翻訳を受ける患者の  
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権利に関する規定は、言語法（2003年第423号）第10条、第18条及び第20条に定めると  
ころによる。フィンランド語及びスウェーデン語により保健・医療ケアサービスを供給  

する自治体及び自治体連合に関する規定は、国民保健法及び特別医療法に定めるところ  
による。（2003年6月6 日第429号により改正）   

第13条 医療記録における情報の秘密保護（2000年6月30日第653号により改正）   
医療記録における情報の秘密は保護される。 保健・医療ケアの職業的訓練を受けた  

者又は保健・医療ケア活動ユニットに勤務し、その任務を果すその他の者は、書面によ  

る患者の同意がなければ、患者の医療記録に含まれるいかなる情報も部外者に伝えては  
ならない。患者が同意の意味について判断する条件を欠く場合は、患者の法定代理人の  

書面による同意により、情報を伝えることができる。この法律において、部外者とは、  
ケアユニットにおいて、任務として患者のケア又はそれに関連するその他の情報に関与  
することのない者のことをいう。守秘義務は、雇用関係又は任務の終了後も存続する。   

第2項の規定にかかわらず、以下に掲げる情報は、提供することができる。  
1．医療記録に含まれた情報であって、この法律において、情報の頒布又は情報を得る   

権利に関して特に明白な規定があるもの。  
2．患者の検査及びケアの準備のために必要な情報であって、他の保健・医療ケア活動   

ユニット又は保健・医療ケアの職業的訓練を受けた者に対するもの並びに患者に提   
供される治療の概要であって、患者又は法定代理人の口頭による同意その他の前後   
関係が明らかであると考えられる同意があることを前提に、患者の治療に関係する   
保健・医療ケア活動ユニット又は保健・医療ケアの職業的訓練を受けた看で患者を   
ケアに付託した者及び患者のケアについて責任をもつ医師に指名される可能性のあ   
る医師に対するもの。  

3．検査の準備及び患者のケアに必要とされ、フィンランド若しくは外国のその他の保   
健・医療ケア活動ユニット又は保健・医療ケアの職業的訓練を受けた者に対する情   
報であって、精神障害、発達障害又はそれに類する理由により患者が同意の意味を   

判断することができず、かつ法定代理人をもたない場合又は意識不明若しくはそれ   
に類する理由のため同意を与えることができない場合におけるもの。  

4・患者自身及び嘩康状態に関して、患者が意識不明又はそれに類するその他の理由に   
より治療を受ける場合に、患者の身近な親族又は近しいその他の者に伝えられる情   
報であって、患者がそれを禁止すると推測される理由がない場合におけるもの。  

5．生前に提供された死者の保健・医療ケアに関する情報であって、正当な書面の申込   
書に基づき、その者の生前の利害又は権利を知るため、その目的に必要な範囲内で、   

その情報を必要とする者に対するもの。情報を得た者は、その他の目的で情報を使   

用したり、転用したりすることはできない。   

行政活動公開法、保健ケアのための国家個人登録法（1989年第556号）及び個人情報  
法は、科学的研究及び統計のための患者の医療記録における情報の伝達に関して、適用  

される。社会・保健省は、個々の科学的研究以外に、行政活動公開法による行政行為と  

はみなされないが、民間保健・医療法で定められた保健・医療ケアを提供するユニット  
又は自営で業務を行っている保健・医療ケアの職業的訓練を受けた者のもとで見られる  
医療記録から情報を入手することを承認することができる。情報が漏洩しても、保護す  

べき守秘義務の利害が侵害されないことが明らかな場合は、承認される。承認された場  

合の調査は、科学的研究の自由が保護されることを前提としていなければならない。承  

認は、一定の期間、個々の利益を保護するのに必要とする規定が定められるまで、得る  

ことができる。承誅は、相当な理由がさらに存在するとみなされた場合、取り消すこと  

ができる。（2001年5月23日第411号により改正）   

第3項第2号にいう前後関係から明らかな同意とは、書面又は口頭以外の方法で与え  
られる同意であって、患者が自発的に与え、誰に、どの情報が、何の目的で、どういう  
意味をもって渡されるのかを意識しているものをいう。第2項又は第3項に従い情報が  
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提供されたこと及びその根拠に関するメモは、医療記録に記されなければならない。   

（参考：アイスランド：患者権利に関する法律）  

第1条 目的   

この法律は、患者に一般的な人権及び人間の尊厳に基づく特別な権利の存在を保証  

し、かつ保健サービスに関する彼らの法的地位を強化し、患者と保健従事者の間に存在  

すべき信頼関係を支援することを目的とする。   

患者を性、信仰、信条、国籍、人種、肌の色、経済的地位、家族関係又はその他の立  

場の違いによって差別することは禁止される。  

第12条 保険従事者の職業上の秘密   

保健従事者は、患者の健康、病状、診断、予後及び治療に関して職務上知りえたこと  
すべてに関し、その他の個人的情報とともに、職業上の守秘義務の原則を全面的に尊重  

しなければならない。職業上の守秘義務は患者の死後、保健従事者が職務を離れた後も  

引き続き適用される。保健従事者は、緊急の理由がある場合は、死者の意思及び関係者  

の利益に配慮した上で情報を提供することができる。保健従事者が疑問をもった場合、  

保健庁長官の意見を求めることができる。  
第17条 患者の尊厳の尊重   

職務上患者と接しなければならない保健従事者又はその他の個人は、敬意をもって患  
者と接しなければならない   

患者の治療には、直接関わる者のみがそれに関与しなければならない。保健従事者は、  

必要な治療が関係者以外の者の目には触れないように行われるよう管理し、治療に関す  

る情報は確実に、関係する保健従事者以外の個人にはアクセスできないように注意しな  
ければならない。   

（参考：デンマーク：患者の権利に関する法律）  

第1条   

この法律は、患者の尊厳、不可侵性及び自律性の確保に貢献しなければならない。こ  

の法律は、さらに、患者と保健従事者との関係の信頼及び秘密の保持に貢献しなければ  

ならない。  

第23条＜保険従事者の秘密保持に関する患者の要求＞  
（1）患者は、この章の規則に基づき、保健従事者が職務遂行中に知り得た患者の健康状  

態、極めて私的な事情及びその他の内密の情報について秘密を守ることを保健従事  
者に要求する権利を持つ  

（2）この章における保健従事者が特別な規定により権限を与えられている場合、この法  
律に従い、情報の伝達に関する全般的な責任は、運営に責任を負う官公庁に存在す  

る   

（参考：ノルウェー：患者の権利に関する法律）  

第1－1条 目的   

この法律は、保健サービスに関する患者の権利を認めることにより、良質の保健援助  

を住民が平等に受けることを保証することに貢献することを目的とする。   

この法律の規定は、個々の患者の生命、不可侵性及び人間としての価値に配慮しつつ、  

患者と保健サービスの間における信頼関係を推進することに貢献するものとする。  
第3－6条 情報の拡散を防止する権利   

身体及び疾病に関する情報は、他の個人情報とともに守秘義務に関する現行の規定に  
従って取り扱われるものとする。関連する情報は、情報に関わる者の不可侵性に対して  

慎重に、かつ敬意をもって取り扱わなければならない。   

守秘義務は、秘密保持の要求をする者が同意を与える範囲において、適用しないこと  
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ができる。   

保健従事者が法定の開示義務に従い、情報を開示する場合、その情報に関わる者は、  

状況が許す限り、情報が提供されること及び関係する情報の内容について、告知されな  

ければならない。  
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2．自己決定権  

2－1患者の自己決定権   

医療の提供に当たっては、患者の自由な意思に基づく同意が不可欠であり、  

この同意を欠く医療の提供は原則として許されない。  

2－2 本人の同意によらない医療、措置   

本人の同意によらない医療および措置は、緊急その他やむを得ない理由が  

ある場合に限り、かつ、適正手続に則って行われなければならない。  

2－3 十分な情報を受けたうえでの決定   

患者は、提供される医療に対し、十分な情報提供と分かりやすい説明を受  

け、自由な意思のもとに、同意、あるいは不同意の自己決定を行うことがで  

きる。  

2－4 治療に対する同意と拒否   

判断能力のある患者は、いかなる診断上の手続きないし治療に対しても、  

同意を与え、または差し控える権利を有する。  

2－5 医療提供者の十分な説明   

医療提供者は、患者の自己決定に資するよう、診療内容および自己決定の  

もたらす結果について十分かつ適切な説明を行い、患者の理解を得るよう努  

めなければならない。  

2－6 医療機関の選択及び変更   

患者は、医療機関を自由に選択し、また変更することができる。  

（参考：日本医師会職業倫理指針）   

医師が診療を行う場合には、患者の自由な意思に基づく同意が不可欠であり、その際、  

医師は患者の同意を得るために診療内容に応じた説明をする必要がある。医師は患者か  
ら同意を得るに先立ち、患者に対して治療・処置の目的、内容、性質、実施した場合お  

よびしない場合の危険・利害得失、代替の有無などを十分に説明し、患者がそれを理解  

したうえでする同意、すなわち「インフォームド・コンセント」を得ることが大切であ  

る。   

（参考：リスボン宣言）   

患者の意思に反する診断上の処置あるいは治療は、特別に法律が認めるか医の倫理の  
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諸原則に合敦する場合には、例外的な事例としてのみ行うことができる。   

（参考：感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針）   

二 健康診断、就業制限及び入院  
1対人措置を講ずるに当たっては、感染症の発生及びまん延に関する情報を対象とな  
る患者等に提供し、その理解と協力を求めながら行うことを基本とし、人権の尊重の観  

点から必要最小限のものとするとともに、審査請求に係る教示等の手続及び法第二十条  
第六項に基づく患者等に対する意見を述べる機会の付与を厳正に行うことが必要であ  

る。   

（参考：全日本病院協会 病院の行動基準（倫理綱領））  

私たち（全日病会員）の病院は   

患者志向の医療を提供します。  

納得できるように、分かりやすく説明をします。  
患者本人に医療情報を提供します。  

患者の意思を尊重して（選択に基づいた）医療を提供します。   

（参考：医療法）   

医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、  
適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。（第一条  
の四第二項）   

（参考：リスボン宣言）  

a．患者は、自分自身に関わる自由な決定を行うための自己決定の権利を有する。医師は、   

患者に対してその決定のもたらす結果を知らせるものとする。  
b．精神的に判断能力のある成人患者は、いかなる診断上の手続きないし治療に対して   

も、同意を与えるかまたは差し控える権利を有する。患者は自分自身の決定を行うう   
えで必要とされる情報を得る権利を有する。患者は、検査ないし治療の目的、その結   

果が意味すること、そして同意を差し控えることの意味について明確に理解するべき   
である。  

c．患者は医学研究あるいは医学教育に参加することを拒絶する権利を有する。   

（参考：医療法）   

医療提供施設の開設者及び管理者は、医療を受ける者が保健医療サービスの選択を適  
切に行うことができるよ●うに、当該医療提供施設の提供する医療について、正確かつ適  
切な情報を提供するとともに、患者又はその家族からの相談に適切に応ずるよう努めな  
ければならない。（第六条の二第二項）   

病院、診療所又は助産所（以下この条において「病院等」という。）の管理者は、厚  
生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために  
必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に  
報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければ  
ならない。（第六条の三第一項）   

（参考：リスボン宣言）  

a．患者は、民間、公的部門を問わず、担当の医師、病院、あるいは保健サービス機関を   

自由に選択し、また変更する権利を有する。  
b．患者はいかなる治療段階においても、他の医師の意見を求める権利を有する。  
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（参考：フィンランド：患者の地位及び権利に関する法律）  

第6条 患者の自己決定に関する権利   
ケア及び治療は、患者の同意のもとで実施されなければならない。患者がある特定の  

ケア又は治療を拒否した場合、可能な範囲で、かつ患者の同意のある限りにおいて、医  

学的観点から受け入れ可能なその他の方法で、ケア又は治療が与えられなければならな  
い。   

精神障害、発達障害又はその他の理由により、成人の患者が自己のケア又は治療に関  

して、決牢ができない場合、患者の意思に最も沿ったケアの種類について重要な決定が  

なされる前に、患者の法定代理人、身近な親族又はその他の近しい者は、意見を求めら  

れなければならない。それについて明らかにすることができなかった場合は、その患者  

には、患者の利益と一致すると考えられる態様によりケアが与えられなければならな  

い。   

第2項にいう状況においては、患者の法定代理人、身近な親族又は近しいその他の者  
がケアに対する同意を行うことが前提とされる。同意に当たっては、患者の法定代理人、  

身近な親族又は近しいその他の者は、患者が以前に表明していた意思を尊重し、意思の  

表明がない場合は、患者の利益に配慮しなければならない。患者の法定代理人、身近な  

親族又は近しいその他の者が患者のケア又は治療を禁止した場合、同意を拒否した者と  

可能な限り協議した上で、医学的観点から受け入れ可能なその他の方法で、ケア又は治  

療が与えられなければならない。患者の法定代理人、身近な親族又は近しいその他の者  

がケア又は治療が与えられることに同意しない場合、患者には、本人の利益と一致する  

方法でケア又は治療が与えられなければならない。（1999年9月4 日第489号により改  
正）   

患者の意思にかかわらず与えられるケアに関しては、精神保健法及び薬物依存者社会  

事業法（1986年第41号）、感染症法、精神障害者のための特別ケア法（1977年第519号）  
が適用される。  

第7条 未成年の患者の地位   

ケア又は治療法に関する未成年の患者の意見は、患者の年齢又は発達の度合に応じて  
可能な限り、明らかにされなければならない。未成年の患者に対するケアは、年齢又は  

発達の度合により、ケアに関して決定する能力がある場合は、その者の同意を得て実施  

されなければならない。   

未成年の患者がケアに関して決定する能力がない場合は、その者の後見人又はその他  
の法定代理人と相談の上、ケアが施されなければならない。  

第8条 緊急ケア   
意思が何 意識不明又はその他の理由により患者のであるか明らかにすることが不可  

能である場合であっても、患者は、生命又は健康に対して害を及ぼす危険性を防ぐため  

に必要なケアが与えられなければならない。ただし、患者がケアに関して、以前に確固  

とした自己の意思を表明していた場合は、患者は、意思に反するケアを与えられない。   

（参考：アイスランド：患者権利に関する法律）  

第7条 治療を受けるか否かの決定を行う患者の権利は尊重されなければならない   
法定成人法の規定は、その法律で定められた知的能力の不足その他の理由で治療に関  

する決定ができない患者の治療に対する同意に対しても適用される。ただし、この場合  

でも、できる限り患者の意見を聞かなければならない。   

第9条を例外とし、［本条］第1項及び第2項により、患者の事前の同意なく治療を施  
すことはできない。［書面による同意が］可能な場合、かつ患者に提供された情報が表  

示され、その情報を患者が理解したときはいかなる場合でも、同意は書面で表わされな  

ければならない。  

第8条 治療拒否  
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患者が治療を受けることを拒否した場合、医師はその決定の結果として起こる可能性  
について告知しなくてはならない。   

他の法律を侵害することがない限りにおいて、患者はいっでも治療を中断することが  

できる。患者が治療を受けることを拒否した場合、その治療を管理する医師又は保健従  

事者は、その決定の結果として起こる可能性を告知しなくてはならない。第26条は、病  
気の子どもの治療に許可を与えることを拒否するとき適用される。   

受療の拒否又は中断についての患者の決定は、臨床記録に記載され、患者の決定の結  

果として起こる可能性について患者が情報を受け取ることが、保証されなければならな  
い。  

第9条 患者への同意原則の免除   
患者が意識不明の場合又は緊急の治療に関して自己の意思を表すことができない場  

合、患者が治療を受けることを拒否することが確実にわかっている場合を除き、患者の  

同意は得られたとみなされる。  

第26条 病気の子どもの治療に関する同意   

子どもを保護する親は、16歳未満の患者の必要な治療に対して同意を与えなければな  
らない。病気の子どもが12歳以上の場合、可能な限り、常に意見を求めなければならな  
い。   

子どもを保護する親が、第1項による必要な治療に対する同意を拒否した場合、医師  
又はその他の保健従事者は、児童保護法の規定にいう児童福祉関係の官公庁と連絡を取  
らなければならない。   

病気の子どもが緊急の生命維持治療を必要とするなど、第2項に定められた児童福祉  
関係の官公庁の支援を求める時間がない場合、子どもの健康状態を決定要因とし、必要  

な治療が直ちに開始されなければならない。   

（参考：デンマーク：患者の権利に関する法律）  

第6条＜インフォームド・コンセント＞  

（1）法律若しくは法律に従い定められた規則又は第8条から第10条までの規定から導き  
出されることがない限り、患者のインフォームド・コンセントを得ることなく治療  
を開始又は継続してはならない。  

（2）患者は、いかなるときにおいても、第1項にいう自己の同意を取り消すことができ  
る  

（3）この法律において、インフォームド・コンセントとは、第7条により、保健従事者  
の側から提供された十分な情報に基づき与えられた同意を意味する。  

（4）この章の規定によるインフォームド・コンセントは、書面、口頭又は黙示のいずれ  
によることもできる。  

（5）保健大臣は、同意の形式及び内容に関し七、細則を定める。  

第8条＜未成年＞  

（1）15歳に達した患者は、治療に関して、自分自身でインフォームド・コンセントを与  

えることができる。親権者は、第7条により、告知を受け、未成年者の決定に関与  
するものとする。  

（2）保健従事者の個々の査定により、15歳に達した患者が自己の態度の結果を理解する  

ことができない と判定される場合、親権者はインフォームド・コンセントを与える  
ことができる。  

（3）15歳に達した患者は、第4章の規定により、自己に関する文書にアクセスする権利  
を有し、第5章の規定により、保健情報等の伝達に対する同意を与えることができ  
る。  

第9条＜永続的にインフォームド・コンセントを与えることが不可能な患者＞  
（1）患者が永続的にインフォームド・コンセントを与えることが不可能な場合、最も身  
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近な親族が治療に対するインフォームド・コンセントを与えることができる。後見  
法第5条にいう個人的状況において、 健康に関することを含め、患者が後見に服し  
ている場合、後見人がインフォームド・コンセントを与えることができる。  

（2）永続的にインフォームド・コンセントを与えることが不可能な患者が最も身近な親  

族又は後見人をもたない場合、保健従事者は、同じ分野において専門的能力のある  

他の保健従事者が当該患者の治療に過去も関与することなく、将来もこうした治療  
に関与することがない場合であっても、その者が承諾を与えるときは、予定された  

その治療を実行することができる。  

（3）こうした治療が、範囲又は期間に関して、侵襲性の低い性質をもつ場合、保健従事  

者は、第2項にいう事項について、他の保健従事者と協議することなく、予定され  
た治療を実行することができる。  

（4）第1項により、患者の最も身近な親族又は後見人が、患者又は治療の結果に対して  

明らかに有害となる方法により同意していると保健従事者がみなす場合でも、関連  
する公的医療施設がそれに承諾を与えるときは、保健従事者は治療を実行すること  
ができる。  

第10条＜緊急治療の必要性＞   

一時的又は永続的にインフォームド・コンセントを与えることが不可能な患者又は15  
歳未満の患者が、延命のため、又は長期的に延命の可能性を上げるため、又は治療の結  

果を相当に改善するため、緊急的な治療を必要とする状況にあるときは、保健従事者は、  

患者、親権者、最も身近な親族又は後見人の同意なしに、治療を開始し、又は継続する  
ことができる。  

第14条＜ハンガーストライキ＞   

患者が信念をもってハンガーストライキを実行し、ハンガーストライキが健康に及ぼ  

す結果について告知されている場合、保健従事者は、それを中断させることはできない。  

第15条＜血液受容の拒否＞  

（1）輸血又は血液製剤を含む治療は、患者のインフォームド・コンセントを得ることな  

しに、開始し、又は継続することはできない。  
（2）血液又は血液製剤の投与に対する患者の拒否は、その時点の疾病と関連して発せら  

れたものであり、かつ治療として血液又は血液製剤を投与しないときの健康上の結  
果について、保健従事者により与えられた情報に基づいていなければならない。  

（3）血液又は血液製剤を使用しない治療を実施することが保健従事者の倫理的信念に  

反する場合、医療実施法第7条第1項により、緊急に医師の介入が必要となる場合を  
除き、保健従事者は、当該治療を提供する義務を負うことはなく、患者を他の保健  

従事者に委託しなければならない。  

第16条＜末期患者の治療＞  

（1）末期患者は、死期の延長のみを目的とする治療を拒否することができる。  

（2）末期患者がもはや自己決定権を行使することができない場合、保健従事者は、第17  
条第3項に定める延命治療の開始又は継続を停止することができる。  

（3）末期患者は、死期を早めるとしても、患者の症状を緩和させるために必要な鎮痛剤、  

精神安定剤又は類似の薬剤の投与を受けることができる。  
第17条＜リビング・ウイル＞  

（1）18歳に達しており、かつ後見法第5条により、健康状態を含む自己の状況について、  

後見に服していない者は、リビング・ウイルを作成することができる。当該の者は、  

自身が自己決定権を行使することがもはやできない状況にある場合、リビング・ウ  
イルにより治療に関する自己の意思を表すことができる。  

（2）リビング・ウイルには、以下に関する規定を記入することができる 。1 遺言者が  

末期状態になった場合、延命治療を求めないこと。2 疾病、加齢による虚弱、事  
故、心筋梗塞又はそれに類することにより、遺言者が身体、精神の双方において永  
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続的に自立できないような深刻な病状となった場合、延命治療を求めないこと。  

（3）延命治療とは、治癒、改善又は軽快の見込みがなく、単に延命するために提供され  

る治療をいう。  

（4）患者が自己決定権を行使することが不可能な状態となり、保健従事者が末期患者に  

対して延命治療を開始し、第2項第2号にいう延命治療の予定をしているときは、保  
健従事者は、リビング・ウイルが存在するかどうかを調査するために、第18条にい  
うリビング・ウイル登録所と連絡を取らなければならない。  

（5）第2項第1号に従った遺言者の意思は、保健従事者を拘束するものであり、第2項第2  
号にいう意思は、保健従事者の指針となり、治療に関して後者の意思を拘束する。   

（参考‥ノルウェー：患者の権利に関する法律）  

第2－4条 病院を選択する権利   

患者は、治療を行う病院、地域精神医療センター又はそれらの施設における治療場所  

を選択する権利を有する。この場合、病院又は地域精神医療セ㌣ターが地域の保健事業  

体によって保有されていること又は患者が選択権を有している地域の保健事業体と協  
定を結んでいることを条件とする。   

患者は、治療水準について選択することはできない。   

省は、第1項にいう協定に関して、細則を定めることができる。   

（2003年12月12日第110号法により改正、2004年3月1日第540号政令により2004年9月1  
日施行）  

第4－1条 同意に関する一般的規則   

同意なしで保健援助を提供することを許可する法的根拠又はその他の正当な法的根  
拠がない限り、保健援助は、患者の同意を得たときにのみ与えることができる。その同  

意を正当なものとするためには、患者は、自己の健康状態及び保健援助の内容について  

必要な情報を与えられなければならない。 患者は、自己の同意を取り下げることがで  

きる。患者が同意を取り下げる場合、保健援助の提供者は、保健援助が与えられないと  

きの結果に関して、必要な情報を与えなければならない。  
第4－2条 同意要求の形式   

同意は、明示又は黙示により与えられる。患者の行動又は一般的な状況に基づき、患  

者が保健援助を受け入れることが推定される場合、黙示の同意が存在するとみなされ  

る。   

省は、書面による同意の要件又は保健援助に関するその他の形式要件に関して、規則  

を定めることができる。  

第4－3条 同意能力を有する者   

以下の者は、保健援助に対して同意する権利を有する。  
a）特別な法の規定により例外が示されない限り、成人に達した者  
b）特別な規定又はその基準の性質により例外が示されない限り、16歳以上の未成年者  

患者が身体的若しくは精神的障害、認知症又は精神遅滞の理由により、明らかに同  

意すべきことを理解できない場合、同意能力は全般的又は部分的にないものと認め  
られることもあり得る。   

保健援助を提供する者は、患者が第2項による同意をする能力を欠いているか否かを  
決定する。保健従事者は、患者の年齢、精神的状態、発達度及び経験に基づき、患者自  
身が第3－5条に従い、保健援助に対する同意ができるように可能な限り努力しなければ  
ならない。   

同意能力の欠如に関して決定するときは、正当な理由に基づき、可能な限り速やかに、  

書面によって、患者及び最も身近な親族に対して提示されなければならない。患者が最  

も身近な親族をもたない場合、その決定は、第4－8粂に従い、保健従事者に提示されな  
ければならない。  
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第4－9条 特別な状況のもとでの保健援助を拒否する患者の権利   
患者は、固い信念に基づき、血液又は血液製剤の受容を拒否する権利又はハンガース  

トライキ続行中止の指示を拒否する権利を有する。   

末期患者は、延命治療に反対する権利を有する。末期患者が治療に関して意思を伝え  

られないときは、患者の最も身近な親族が保健援助を希望しないという意思を表明し、  

保健従事者が、独立した評価に基づき、それが患者の意思でもあり、明らかに尊重され  

るべきものであると考える場合は、保健従事者は、保健援助の提供を控えなければなら  

ない。   

第1項及び第2項にいう患者が成人に達しているときは、保健従事者は、当該の者が十  
分な情報を与えられ、治療を拒否したときの自己の健康に起こる結果について理解でき  
るように保証しなければならない。  
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3．情報の提供等  

3－1医療情報へのアクセス   

すべての人は、自己の生命、身体、健康などに関わる状況を正しく理解し、  

最善の選択をなしうるために、必要なすべての医療情報にアクセスすること  

ができる。  

3－2 診療記録など開示請求権   

患者は、医療機関に対し、診療録等の自己に関する医療情報の開示を求め  

る権利を有する。  

3－3 医療提供者の診断内容などの説明   

医療提供者が患者を診察したときは、病名を含めた診断内容を告げ、当該  
疾病の内容、今後の推移、およびこれに対する検査・治療の内容や方法など  
について、患者が理解できるように易しく説明しなければならない。  

3－4 診療情報を知らされない権利   

患者は、自身の診断や治療の内容などに関する情報を知らされない権利を  
有するが、知らされないことを可能とするために必要な制度・手続きが定め  
られなければならない。  

3－5 第二の意見の聴取   

患者は、他の医療機関を受診し、それまでに得られた情報を提供して意見  

を求めることができる。  

（参考：医療法）【再掲】   

医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、  
適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。（第一条  
の四第二項）   

（参考：リスボン宣言）【再掲】  

a．患者は、自分自身に関わる自由な決定を行うための自己決定の権利を有する。医師は、   

患者に対してその決定のもたらす結果を知らせるものとする。  
b．精神的に判断能力のある成人患者は、いかなる診断上の手続きないし治療に対して   

も、同意を与えるかまたは差し控える権利を有する。患者は自分自身の決定を行うう   
えで必要とされる情報を得る権利を有する。患者は、検査ないし治療の目的、その結   

果が意味すること、そして同意を差し控えることの意味について明確に理解するべき   

である。  

c．患者は医学研究あるいは医学教育に参加することを拒絶する権利を有する。  
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（参考：医療法）【再掲】   

医療提供施設の開設者及び管理者は、医療を受ける者が保健医療サービスの選択を適  
切に行うことができるように、当該医療提供施設の提供する医療について、正確かつ適  

切な情報を提供するとともに、患者又はその家族からの相談に適切に応ずるよう努めな  
ければならない。（第六条の二第二項）   

病院、診療所又は助産所（以下この条において「病院等」という。）の管理者は、厚  
生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために  
必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に  
報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければ  
ならない。（第六条の三第一項）   

（参考：日本医師会職業倫理指針）   

医療における医師・患者関係の基本は、直ちに救命処置を必要とするような緊急事態  
を除き、医師は患者に病状を十分に説明し、患者自身が病気の内容を十分に理解したう  

えで、医師と協力しながら病気の克服を目指す関係である。したがって、一般的にいえ  

ば、医師が患者を診察したときは直ちに患者本人に対して病名を含めた診断内容を告  

げ、当該病気の内容、今後の推移、およびこれに対する検査・治療の内容や方法などに  

ついて、患者が理解できるように易しく説明する義務がある。   
病名・病状についての説明や告知は、患者に正常な判断能力がある限り、患者本人に  

対して行うことが原則である。わが国では患者と家族の関係が親密であり、相互に寄り  

添っている関係が認められることが多いので、この場合には患者・家族を一団と考えて、  
家族に対して真の病名・病状を詳細に説明することも必要である。   

しかし、患者本人が家族に対して病名や病状を知らせることを望まないときには、そ  

れに従うべきである。家族が患者本人に本当の病名や病状を知らせてほしくないと言っ  
たときには、真実を告げることが患者本人のためにならないと考えられる場合を除き、  

医師は家族に対して、患者への説明の必要性を認めるように説得することも大切であ  

る。  

しかし、患者が医療情報、診療記録（カルテ）の開示を求めてきた場合は、開示の対  
象が患者自身の情報であり、開示の相手方が患者本人であることから、秘密漏示の問題  

は起こらない。したがって、医師は原則として患者の開示請求には応ずるべきである。  

開示については、日本医師会が策定した診療情報の提供に関する指針がある。すなわち、  

開示は医療の円滑化に役立ち、患者または遺族との間の信頼関係に必要なことであり、  

医師は、患者または遺族に対して懇切に診療情報を説明・提供するように努めることが  
大切である。   

診療情報の提供は、口頭による説明のほか、説明文書の交付、診療記録の開示など、  
具体的状況に即した適切な方法による。患者の遺族が開示請求してきたときも同様であ  

るが、遺族は原則として相続人に限られることに留意すべきである。（第1章2．（7））   

（参考：日本病院会 倫理綱領）  

2．医療記録の適正管理  

我々は医療記録を適正に管理し、原則として開示する。   

（参考：全日本病院協会 賢い患者になるための10ケ条）  

7．医療機関では、既往、経過、現症、家族歴などを正直に話す   

（参考：リスボン宣言）  
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a．患者は、いかなる医療上の記録であろうと、そこに記載されている自己の情報を受け   

る権利を有し、また症状についての医学的事実を含む健康状態に関して十分な説明を   
受ける権利を有する。しかしながら、患者の記録に含まれる第三者についての機密情   

報は、その者の同意なくしては患者に与えてはならない。  

b．例外的に、情報が患者自身の生命あるいは健康に著しい危険をもたらす恐れがあると   

信ずるべき十分な理由がある場合は、その情報を患者に対して与えなくともよい。  

c．情報は、その患者の文化に適した方法で、かつ患者が理解できる方法で与えられなけ   

ればならない。  

d．患者は、他人の生命の保護に必要とされていない場合に限り、その明確な要求に基づ   

き情報を知らされない権利を有する。  

e．患者は、必要があれば自分に代わって情報を受ける人を選択する権利を有する。   

（参考：フィンランド：患者の地位及び権利に関する法律）  

第5条 情報を受ける患者の権利   

患者は、自己の健康状態、ケア及び治療の意味、ケア・治療の各種代替方法、その効  
果について、並びにケア及び治療に関連して、患者がいかなるケアを受けるかについて  

決定したときには、重要なその他の事情について、情報を受ける権利を有する。ただし、  

患者の意思に反する場合又は情報を与えることが患者の生命若しくは健康に深刻な危  
険を与える結果となることが明らかな場合は、情報は、与えられてはならない。   

保健・医療ケアの職業的訓練を受けた者は、患者が意味を十分に理解できる方法を用  
いて情報を与えなければならない。保健・医療ケアの職業的訓練を受けた者が患者の使  
用している言語を駆使できない場合又は患者が聴覚、視覚、言語能力の障害により自己  

の意思を伝えることができない場合は、可能な限り、通訳サービスが利用されなければ  

ならない。   

医療記録における情報を管理する患者の権利に関しては、個人情報法（1999年第523  
号）第26条から第28条までの規定が適用される。情報の提供を受ける患者の権利に関し  
ては、行政活動公開法（1999年第621号）第11条及び第12条において定められているそ  
の他の規定がさらに適用される。（2000年6月30日第653号により改正）  
第9条 情報を受ける権利及び資格   

患者の法定代理人、身近な親族又は近しいその他の者は、第6条第2項及び第3項に  
定める場合において、問題になっている者が聴取され、又は同意を与えることができる  

ために必要な患者の健康状態に関する情報を得る権利を有する。（1999年9月4日第489  
号により改正）   

未成年の患者は、年齢又は発達の度合により、ケアに関して決定する能力がある場合  

は、後見人又はその他の法定代理人に自己の健康状態及びケアに関する情報を伝えるこ  
とを禁止する権利を有する。   

第5条第1項及び第2項で言及された情報は、第7条第2項に定められる場合におい  
て、未成年の患者の後見人又はその他の法定代理人に告知されるものとする。   

未成年の患者又は第6条第2項に定められる患者の後見人又はその他の法定代理人  
は、患者の生命又は健康に対する脅威を避けるために必要ないかなるケアも禁止する権  
利をもたない。（1999年9月4 日第489号により改正）  

第12条 医療記録並びにケア及び治療に関連するその他の資料（2000年6月30日第653   
号により改正）   

保健・医療ケアの職業的訓練を受けた者は、患者のケア及び治療の準備、計画、提供  

及び補足をするために必要な情報を医療記録に記さなければならない。保健・医療ケア  

活動ユニット及び自営で業務を行っている保健・医療ケアの職業的訓練を受けた者は、  
研究及びケアに際して発生した生体物質を含む見本及び臓器のモデルについて、患者の  
ケア及び治療の準備、提供のため、又はケア及び治療に関連して補償要求をする可能性  
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の取扱いのため、並びに科学的研究のために必要な期間、医療記録を保存しなければな  

らない。医療記録、見本及びモデルは、それらを保存する上記の理由がなくなった後直  

ちに処分しなければならない。   

医療記録の作成及びそれらの保存、第1項にいう見本及びモデル並びにそれらの使用  
のために決められた保存期間に関する細部の規定は、社会・保健省の政令によって定め  

る。医療記録、見本及びモデルは、患者のケアを準備、提供するために必要な場合は、  
社会・保健省の政令によって定められた期間が終了した後も保存することができる。社  
会・保健省によって定められた期間が終了した後もそれらを保存する必要性は、法律に  
よる別の規定がない場合又は個人情報法第43条第2項にいうデータ保護委員会の許可  
がない場合、少なくとも5年の間隔を置いて評価を受けなければならない。   

文書の永久保存に関しては、公文書館法（1994年第831号）で定めるところによる。   

（参考：アイスランド：患者権利に関する法律）  

第5条 健康及び治療に関する情報   
患者は以下のことに関する情報を得る権利を有する。  

a．自己の病状及び予後に関する医学的情報を含む健康状態  

b．提案された治療法とその手順、危険性及び有益性に関する情報  
c．提案された治療法以外に可能性のある救済法及び治療をしなかった場合の結果  
d．治療、病状及び予後について、ふさわしいと考えられる他の医師又は他の保健従事  

者の意見を求める可能性   

本条にいう情報が提供されたことは、患者の臨床記録に記載されなければならない。   

本条にいう情報は、提供すべき理由が生じたときは、いかなるときでも、患者が理解  

できる方法及び条件をもって提供されなければならない。   

患者がアイスランド語を理解できない場合又は手話に依拠している場合は、本条にい  
う情報を手話で通訳されたものが提供されなければならない。  

第6条 健康及び治療に関する情報についての原則免除   
患者が求めるときは、第5条にいう情報［の提供］は保留されなければならない。患  

者は自己の代理として情報を受け取るため、他の者を指名できる。   
患者が、自己の健康及び予後についての情報を［受け取ることを］拒否し、又は代理  

として他の者を指名する場合、それは臨床記録に記載されなければならない。情報を受  

け取った者の身元は、同様に本条の第1項、第7条及び第25条に従い、記載されなくては  
ならない   

患者が第5条にいう情報を理解できない場合、情報は身近な親族に伝えられ、患者が  
法定成人に達していない場合は、法定後見人に伝えられる。  

第14条 臨床記録へのアクセス   

臨床記録は、それが維持管理されている保健施設又はそれを維持管理している医師若  

しくはその他の保健従事者の施設において保存されなければならない。   

臨床記録を維持管理している医師又はその他の者は、請求があれば、患者又はその代  

理人にその全部又は一部を公開し、それらの者に対して複写物を与える義務がある。法  

律に従い、治療に関して患者又はその代理人の苦情を審査する公的機関に対しても同様  
のことが適用される。情報法第12条の規定により臨床記録の複写に際しては、料金を請  
求することが許される。 臨床記録に記載された情報のうち、患者自身又は保健従事者  

以外の者から与えられた情報は、情報提供者の同意がない限り、患者に公開してはなら  

ない。情報提供者が死亡若しくは行方不明となった場合又は同意を与えることを不法に  
拒否した場合、保健庁長官は、患者又はその代理人が当該の情報の全部又はその一部に  

アクセスできるように決定することができる。   

前述した関係者に臨床記録の写しを与えることが患者の利益に反すると医師がみな  
した場合、さらなる検討のため、複写物は直ちに保健庁長官に転送されなければならな  
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い。   

保健庁長官は、関係者が臨床記録の写しを得るべきかどうかを8週間以内に決定しな  
ければならない。保健庁長官が却下する場合は、保健大臣の再検討を仰がなければなら  

ない。   

大臣は、保健庁長官及びアイスランド医師会の提言を受けた後で臨床記録の交付及び  
保管に関する規則を定める。  

第20条 保健従事者の選択   

国は、保健医療サービス法により、保健区域を分割しているが、患者は、自己が最も  
かかりやすい医師に診察してもらう権利を有する。患者は診断、治療、病状及び予後に  

閲し、他の医師の意見を求める権利を有している。同様のことは、その他の保健従事者  

にも適用される。   

（参考：デンマーク：患者の権利に関する法律）  

第7条  

（1）患者は、合併症の危険性及び副作用を含め、自己の健康状態及び治療の可能性につ   

いて、告知を受ける権利を有する。  
（2）患者は、第1項にいう自己の情報を拒否する権利を有する。  

（3）情報は、現在のものであり、かつ疾病、検査及び予定された治療が理解できるよう   

な表現により伝えられなければならない。情報は、熟慮された方法をもって伝えら   

れ、年齢、発達度、経験等の特定の状況にふさわしいものでなければならない。  
（4）情報は、予防法、治療及びケアに関する可能性とともに医学的に適正な他の治療法   

の可能性及び治療が行われなかった場合の結果に関する情報も含まれなければなら   
ない。治療が重大な合併症及び副作用を起こす明白な危険性を伴っている場合、情   

報はより包括的なものでなければならない。  
（5）第6条にいう、患者の決定にとって重要な状況を患者が告知されていないと考えられ   

る場合、保健従事者は、第2項に基づいて、患者が自己の情報を拒否する場合を除き、   

これについて特別に告知しなければならない。  

（6）保健大臣は、告知の形式及び内容に関して、細則を定める。  

第28条＜死亡した患者の親族に対する保健情報の伝達＞  
（1）保健従事者は、それが死者の意思に反するものと推定される場合、かつ死者に対す   

る配慮又はその他の私的な利益に反する場合を除き、死亡した患者の疾病、死因及   

び死亡状況に関する情報を死者の最も身近な親族に対して、伝達することができる。   
さらに、情報は、第26条第2項第2号による規定により、死者の最も身近な親族に伝   
達することができる。  

（2）死亡者の担当医又は死亡者を治療した医師は、死亡者の最も身近な親族が、当該の   

医師から情報を受け取る要求をした場合、病院又は保健従事者から第1項第1号にい   
う情報と同一のものを得ることができる。   

（参考：ノルウェー：患者の権利に関する法律）  

第3－2条 情報を得ることについての患者の権利   
患者は、自己の健康状態及び保健援助の内容を理解するために必要な情報を与えられ  

なければならない。患者は、潜在的な危険及び副作用についても情報を与えられなけれ  

ばならない。   

保健援助の提供による危険な影響を防止する必要がある場合、又は法律に定められて  
いる場合若しくは法律が承認する場合を除き、患者が表明した意思に反して情報が与え  
られてはならない。   

患者の生命に対する危険又は患者の健康への深刻な損害を防止するために緊急に必  
要な場合、情報の提供は行わないことができる。患者に身近な者によって、こうした情  
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報を開示することが明らかに得策でないとされた場合も、情報の提供は行わないことが  
できる。   

患者に損害又は深刻な合併症をもたらす場合、患者は、それに関する情報を与えられ  

なければならない。患者は、同時にノルウェー患者傷害補償制度による補償が適用され  

ることがあることを告知されなければならない。   

治療が完了した後、提供された保健援助の結果として、患者が相当な損害を被った可  

能性があることが判明した場合は、患者は、可能な限り、それに関する情報を与えられ  

なければならない。  

第3－3条 患者に最も身近な親族に対する情報   
患者が同意した場合又は状況が許す限り、患者に最も身近な親族は、患者の健康状態  

及び提供されている保健援助に関する情報を与えられる。   

患者が16歳以上であって身体的若しくは精神的障害、認知症又は精神遅滞のため、自  
己の利害について管理ができないことが明らかになった場合、患者及び最も身近な親族  

のいずれもが第3－2条の規定に従い、情報を与えられる権利を有する。  

第3－4条 患者が未成年であるときの情報   

患者が16歳未満である場合、患者及び親又は親権を有するその他の者は、情報を与え  
られなければならない。   

患者が12歳以上16歳未満である場合、親又は親権を有するその他の者が、情報を希望  
しないことを、尊重されるべき理由を示して明らかにしたときは、情報はそれらの者に  

対して提供されてはならない。   

ただし、患者が18歳末満の場合、親権を果たすために必要な情報は、親又は親権を有  

するその他の者に対して提供されるものとする。   

児童福祉法第4－8条又は第4－12条により、児童福祉サービスが16歳未満の児童を保  
護している場合、第1項、第2項及び第3項は児童福祉サービスについても同様に適用さ  

れる。  

第3－5条 情報の形式   

情報は、年齢、発達度、経験、文化的及び言語的背景などの受け手の個人的条件に従  
って調整されなければならない。情報は、思慮深い方法で与えられなければならない。   

保健従事者は、可能な限り確実に、患者が情報の内容及び意味を理解するようにしな  

ければならない。   

情報に関して得られた知見は、患者の医療記録に記載されるものとする。  
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4．健康教育  

4－1健康教育などの受領   

すべての人は、個人の健康と保健サービスの利用について、情報を与えら  

れたうえでの選択が可能となるような健康教育を受けることができる。  

4－2 健康教育と国、地方公共団体の責務   

国、地方公共団体及び医療提供者は、前項の健康教育に積極的に関わると  

ともに、医学や疾病に関する知識のみならず、医療制度や現在医療が置かれ  
ている問題について、社会に対する教育啓発活動を行わなければならない。  

（参考：健康増進法）  

第二粂 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、  

自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。   

（参考：リスボン宣言）   

すべての人は、個人の健康と保健サービスの利用について、情報を与えられたうえで  

の選択が可能となるような健康教育を受ける権利がある。この教育には、健康的なライ  

フスタイルや、疾病の予防および早期発見についての手法に関する情報が含まれていな  
ければならない。健康に対するすべての人の自己責任が強調されるべきである。医師は  

教育的努力に積極的に関わっていく義務がある。   

（参考：日本医師会職業倫理指針）   

医療が医療従事者と患者の共同作業として定着し、それが社会的に認知されるために  
は、医療に関連するさまざまな知識や医療の現状が常識として広く社会に共有されるこ  

とが重要である。そのために、医師は医学や病気に関する専門的知識のみならず、医療  

制度や現在医療が置かれているノ問題について、さまざまな形で社会に対する教育啓発活  
動を行う必要がある。また、高度に発達した情報社会の中にあって報道機関の役割もま  

すます重要となっており、医師はこうした分野の人々と協力して、各メディアを通じて  

患者をはじめ社会一般の人たちに正しい医療情報を提供することが大切である。   

（参考：全日本病院協会 賢い患者になるための10ケ条）   

1．健康増進、維持あるいは回復に心がける   

（参考：アイスランド：患者権利に関する法律）  

第4条 患者の権利に関する情報へのアクセス   

保健・社会保障大臣は、患者の権利、患者団体及び社会保障制度に関する情報が利用  

可能なように保証しなければならない。この情報は、保健施設及び自営の保健従事者の  

建物内、事業所内で利用できるような状態でなければならない。さらに、子ども及び成  

人の疾病の原因及び結果について公衆に知らしめる努力がなされなければならない。  
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5．患者の責務  

5－1健康の増進など   

すべての人は、自らの健康状態を自覚し、健康の増進に努めなければなら  

ない。  

5－2 患者・家族の協力   

患者およびその家族は、医療提供者が良質、安全かつ適切な医療を提供で  

きるように協力しなければならない。  

5－3 病歴についての情報提供   

患者は、医療を受けるときには、医療提供者に対し、過去の病歴・投薬・  

入院歴・家族の病歴・その他現在の健康状態に関係するすべての事項を含む、  

病歴についての十分な情報を提供するように努めなければならない。  

（参考：患者の権利法 国会提出法案）   

医療従事者は、診療その他の医療の提供につき、患者に対して懇切丁寧に説明等を行  

い、患者からの求めに誠意をもって対応し、その他患者の立場に立ってその役務の提供  

を行うことにより、患者の理解と自己決定に基づいた医療を行うよう努めなければなら  
ない。（第十三条）   

（参考：アメリカ医師会）   

治療の成功のためには患者と医師の間に継続的な協同的努力が必要であることは長  
い間認識されてきたことである。医師と患者は、病気の治癒の過程で双方が積極的役割  

を果たすことを目的にパートナーシップの関係で結ばれている。このパー トナーシップ  

とは、双方が同一の責任を有するとか双方の力が同等であるという意味ではない。   
医師が能力の限りを尽くして患者に治療を提供する義務を負うのに対し、患者には、  

正直に意思疎通を行い、診断と治療の決定に参加し、同意した治療プログラムに従うと  

いう責任がある。   

患者の権利と同様、患者の責任も自己決定権の原則から導き出される。患者の自己決  

定権の原則は、個人の身体的・感情的・心理的完全性は尊重され守られなければならな  
いとする。この原則は同時に、異なる選択肢の中から自らの行動を選択する能力を認め  

ている。自発的で能力のある患者は、自らが受ける治療の方向の決定について、何らか  

のコントロールを及ぼしたいと主張する。そのような自己統治と自由選択権の行使に伴  
って、以下のような責任が生じる。  

1）十分な意思疎通は、良好な患者医師関係の構築にとって不可欠である。患者は可能  
な限り、医師に対し正直であり、自分の心配事を明解に説明する責任を負う。  

2）患者は，．過去の病歴・投薬・入院歴・家族の病歴・その他現在の健康状態に関係す  

るすべての事項を含む、病歴についての十分な情報を提供する責任を負う。  

3）患者は、十分理解できなかった時には、医師に自らの健康状態や治療内容について  
説明や情報を求める責任を負う。  
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4）患者と医師が治療目的と治療計画に合意した後は、患者は当該治療計画に協力し、  

同意した約束事項を守る責任を有する。医師の指示に従うことは、しばしば当人と  

社会の安全のために必須である。さらに患者は、過去に同意した治療法に従ってい  

るかを正直に述べ、治療計画を再検討したいと願う場合にはそれを伝える責任を負  

う。  

5）患者は一般に、治療費に関する責任を果たさなければならず、それができない 場合  

は金銭的に困難な状況について医師と話し合わなければならない。患者は医療のよ  
うな限られた資源の利用に伴うコストを認識し、医療資源を思慮深く利用するよう  
努めなければならない。  

6）患者は、終末期医療について医師と話し合い、自らの希望を伝えておかなければな  
らない。それには、生前の意思表明書類の作成が含まれる場合がある。  

7）患者は、健康によい行動によって自ら健康を管理する責任を負う。病気はしばしば  
健康的生活習慣によって防止できるのであり、患者は病気の進行の防止が可能な場  
合には、個人としての責任を負わなければならない。  

8）患者は自己の行為が他者に与える影響に関心を示さなければならず、他者の健康に  
過度のリスクを与える行為は避けなければならない。患者は、感染性の病気が感染  

する方法やその可能性について尋ね、さらなる感染を防止できる最善の方法に従っ  
て行動しなければならない。  

9）医療教育への参加は、患者と医療機関の双方にとって利益となる。患者が、適切な  
監督のもとになされる医学生・研修医・その他の訓練医からの治療に同意すること  
は奨励される。しかしインフォームド・コンセントの手続きに従って、患者または  

その代理人が医療チームのどのメンバーからの治療を断るのも、常に自由である。  

10）患者は臓器移植について医師と話し合い、臓器提供が望まれる場合には、受容可  
能な条件を提示しなければならない。臓器提供システムの中におり、必要な移植の  

ために待っている患者は、そのシステムの外に出ようとしたり、システムを操作し  

ようとしてはならない。公正なシステムは、社会による信用と希少な資源への認識  

によって支えられなければならない。  

11）患者は、詐欺的な医療を首謀したり、それに参加してはならず、医師や他の医療  
提供者の非合法または非倫理的な行為があった場合には、しかるべき医師会・医師  
免許認定機関・法執行機関のいずれかに報告しなければならない。  
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6．臨床研究と被験者の権利  

6－1臨床研究の推進   

良質、安全かつ適切な医療の提供のためには優れた臨床研究の推進が不可  

欠である。，  

6－2 被験者の権利擁護   

臨床研究に当たっては、被験者の生命、健康、プライバシー 及び尊厳が守  

られなければならない。  

6－3 臨床研究及び被験者保護に関する立法   

臨床研究及び被験者の権利については別途定めることとする。   

この論点については別途臨床研究基本法（被験者保護規定を含む）制定の検討も視野  
に入れて、ここでは臨床研究と被験者の権利に関する基本事項（旧1－4）のみ記載する  
こととした。  

ちなみに、臨床研究の科学性・倫理性の要請については、ヘルシンキ宣言（08．10 ソ  

ウル改訂）には以下のような項目が指摘されている。   

（1）被験者福祉の優先（6項）   

（2）特別要保護集団への配慮（9項）   

（3）プラセボ使用の制限（32項）   

（4）研究計画の科学原則の反映（12項）   

（5）研究計画書の作成、研究倫理委員会での検討、モニタリング（15項）   

（6）臨床研究の公開データベースへの登録（19項）   

（7）研究結果（積極、消極を含む）、利益相反の公表（30項）   

（8）研究結果の継続的評価（7項）   

そして、臨床研究における被験者保護については、臨床研究の科学性・倫理性を前提  

に、被験者福祉最優先の要請から、具体的な被験者保護政策（被験者の権利保護）が必  
要であるが、ヘルシンキ宣言を参考にすると、被験者の権利については以下のような項  

目が上げられる。   

（1）医学研究への参加権（5項）   

（2）被害補償をうける権利（14項）   

（3）知る権利  

a．研究計画（14項）  

b．利益相反（14項）  

c．研究結果（33項）   

（4）インフォームド・コンセントの権利  

a．自発的かつ自由な承諾（22項）  

b．文書による承諾（24項）  

c．研究参加拒否、撤回権（24項）  

d．法的無能力者・未成年者の研究参加についての法定手続（27，28項）  
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（参考‥薬事法第80条の2，第1項及び医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令一  
平成9年から施行）   

第80条の2，①治験の依頼をしようとする者は治験を依頼するに当たっては、厚生労  
働省令の定める基準に従ってこれを行わなければならない。   

（参考：臨床研究に関する厚労省等の各種指針）   

厚労省ホームページによれば、「医学研究に係る厚生労働省の指針一覧」として、  

以下の指針が掲載されている。  

（1）厚生労働科学研究に関する指針  

・厚生労働科学研究における利蚕相反の管理に関する指針  
（2）医学研究に関する指針一覧   

①ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針   

②疫学研究に関する倫理指針   

③遺伝子治療臨床研究に関する指針   

④臨床研究に関する倫理指針   

⑤手術等で摘出されたヒト組織を用いた研究開発の在り方   

⑥ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針   

⑦厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針   
⑧異種移植の実施に伴う公衆衛生上の感染症問題に関する指針   

（参考：独立行政法人科学技術振興機構研究開発戦略センター）   

「総合的迅速臨床研究の推進」（2007年3月）において、臨床研究基本法の制定を提  
言している。   

（参考：アイスランド：患者権利に関する法律）  

第10条 科学研究への同意   

科学研究に参加するにはそれに先立ち、患者が所定の方式に従った同意を与えなくて  
はならない。こうした同意が与えられる前に、科学研究について、それに伴ってどのよ  

うな危険性及び有益性の可能性があるのかについて、これへの参加により課せられるも  
のは何かについて、詳細な情報が提供されなければならない。科学研究への参加の拒否  

及び研究開始後の参加の取りやめは、常に可能であるということが患者には、説明され  

なくてはならない。第15条の規定は、科学研究の目的のために、生物学的サンプルを含  
め、臨床記録の情報ヘアクセスするときに適用される。   

第2条第4項の条件を満たさない患者について科学研究を行うことは禁止される。   

（参考：障害者権利条約）  

第15条（拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰か  
らの自由）  

1 いかなる者も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若し  
くは刑罰を受けない。特に、いかなる者も、その自由な同意なしに医学的又は科学  

的実験を受けない。  
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7．被拘束者としての患者の権利  

7－1患者の虐待禁止   

いかなる場合も患者を虐待してはならない。  

7－2 患者の自由制限措置   

患者の身体拘束等自由を制限する際には、その制限は緊急その他やむを得  

ない場合に限り、また必要最小限度で行われなければならない。  

7－3 適正手続   

前項の制限は、法の適正手続に基づいて行われなければならない。  

（参考：リスボン宣言）【再掲】   

患者の意思に反する診断上の処置あるいは治療は、特別に法律が認めるか医の倫理の  

諸原則に合致する場合には、例外的な事例としてのみ行うことができる。   

（参考：感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律）  

第2条（基本理念）感染症の発生の予防及びそのまん延の防止を目的として国及び地方  
公共団体が講ずる施策は、これらを目的とする施策に関する国際的動向を踏まえつつ、  

保健医療を取り巻く環境の変化、国際交流の進展等に即応し、新感染症その他の感染症  

に迅速かつ適確に対応することができるよう、感染症の患者等が置かれている状況を深  
く認識し、これらの者の人権を尊重しつつ、総合的かつ計画的に推進されることを基本  

理念とする。  

第3条（国及び地方公共団体の責務）1項 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活  
動等を通じた感染症に関する正しい知識の普及、感染症に関する情報の収集、整理、分  

析及び提供、感染症に関する研究の推進、病原体等の検査能力の向上並びに感染症の予  

防に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、社会福祉等の関連施策との有機的  
な連携に配慮しつつ感染症の患者が良質かつ適切な医療を受けられるように必要な措  

置を講ずるよう努めなければならない。この場合において、国及び地方公共団体は、感  

染症の患者等の人権を尊重しなければならない。  

第19条（入院）都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認  
めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指  
定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告する  

ことができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医  

療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都  
道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告す  
ることができる。  

2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をする場合には、当該勧告に係る患者又は  
その保護者に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。  

3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないとき  
は、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関（同  
項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一  
種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認め  
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るもの）に入院させることができる。  

4 第一項及び前項の規定に係る入院の期間は、七十二時間を超えてはならない。  
5 都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、第一項又は第三項の  
規定により入院している患者を、当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又  
は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。  

6 第一項又は第三項の規定に係る入院の期間と前項の規定に係る入院の期間とを合  
算した期間は、七十二時間を超えてはならない。  
7 都道府県知事は、第一項の規定による勧告又は第三項の規定による入院の措置をし  
たときは、遅滞なく、当該患者が入院している病院又は診療所の所在地を管轄する保健  
所について置かれた第二十四条第一項に規定する協議会に報告しなければならない。   

（参考：精神保健及び精神障害者福祉に関する法律）  

第22条の3（任意入院） 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合にお  
いては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。  

第29粂（都道府県知事による入院措置） 都道府県知事は、第二十七条の規定による  
診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入  
院させなければその精神障害のために自身を傷っけ又は他人に害を及ぼすおそれがあ  
ると認めたときは、その者を国等の設置した精神科痛院又は指定病院に入院させること  
ができる。  

2 前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人以  
上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入  
院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあ  
ると認めることについて、各指定医の診察の結果が一敦した場合でなければならない。  

第33条（医療保護入院）精神科病院の管理者は、次に掲げる者について、保護者の同  
意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。  
一 指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必  
要がある者であって当該精神障害のために第二十二条の三の規定による入院が行われ  
る状態にないと判定されたもの  

二 第三十四条第一項の規定により移送された者  
2 精神科病院の管理者は、前項第一号に規定する者の保護者について第二十条第二項  
第四号の規定による家庭裁判所の選任を要し、かつ、当該選任がされていない場合又は  
第三十四条第二項の規定により移送された場合において、前項第一号に規定する者又は  
同条第二項の規定により移送された者の扶養義務者の同意があるときは、本人の同意が  
なくても、当該選任がされるまでの間、四週間を限り、その者を入院させることができ  
る。  

3 前項の規定による入院が行われている間は、同項の同意をした扶養義務者は、第二  

十条第二項第四号に掲げる者に該当するものとみなし、第一項の規定を適用する場合を  
除き、同条に規定する保護者とみなす。  
4 第一項又は第二項に規定する場合において、精神科柄院（厚生労働省令で定める基  
準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。）の管理者は、緊急その他やむを得  
ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に診察を行わせることができる。この  
場合において、診察の結果J精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要  
がある者であって当該精神障害のために第二十二条の三の規定による入院が行われる  
状態にないと判定されたときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、本人の同意が  

なくても、十二時間を限り、その者を入院させることができる。  
5 第十九条の四のこの規定は、前項の規定により診察を行った場合について準用す  
る。この場合において、同条中「指定医は、前条第一項」とあるのは「第二十二条の四  
第四項に規定する特定医師は、第三十三条第四項」と、「当該指定医」とあるのは「当  
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該特定医師」と読み替えるものとする。  

6 精神科病院の管理者は、第四項後段の規定による措置を採ったときは、遅滞なく、  
厚生労働省令で定めるところにより、当該措置に関する記録を作成し、これを保存しな  

ければならない。  

7 精神科病院の管理者は、第一項、第二項又は第四項後段の規定による措置を採った  
ときは、十日以内に、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を当該入院につい  

て同意をした者の同意書を添え、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なけれ  
ばならない。  

第33条の4（応急入院）厚生労働大臣の定める基準に適合するものとして都道府県知  
事が指定する精神科病院の管理者は、医療及び保護の依頼があった者について、急速を  

要し、保護者（第三十三条第二項に規定する場合にあっては、その者の扶養義務者）の同  
意を得ることができない場合において、その者が、次に該当する者であるときは、本人  

の同意がなくても、七十二時間を限り、その者を入院させることができる。  
一 指定医の診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の  
医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であって当該精神障害のために第二十二  
条の三の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの  
二 第三十四条第三項の規定により移送された者  
2 前項に規定する場合において、同項に規定する精神科病院の管理者は、緊急その他  
やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に同項の医療及び保護の依頼  
があった者の診察を行わせることができる。この場合において、診察の結果、その者が 

、 精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著  
しく支障がある者であって当該精神障害のために第二十二条の三の規定による入院が  
行われる状態にないと判定されたときは、同項の規定にかかわらず、本人の同意がなく  

ても、十二時間を限り、その者を入院させることができる。  
3 第十九条の四のこの規定は、前項の規定により診察を行った場合について準用す  

る。この場合において、同条中「指定医は、前条第一項」とあるのは「第二十二条の四  
第四項に規定する特定医師は、第三十三条の四第二項」と、「当該指定医」とあるのは  
「当該特定医師」と読み替えるものとする。  

4 第一項に規定する精神科病院の管理者は、第二項後段の規定による措置を採ったと  
きは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該措置に関する記録を作成し、  
これを保存しなければならない。  
5 第一項に規定する精神科病院の管理者は、同項又は第二項後段の規定による措置を  
採ったときは、直ちに、当該措置を採った理由その他厚生労働省令で定める事項を最寄  

りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。  
6 都道府県知事は、第一項の指定を受けた精神科病院が同項の基準に適合しなくなっ  
たと認めたときは、その指定を取り消すことができる。  
7 厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、第一  
項の指定を受けた精神科病院に入院中の者の処遇を確保する緊急の必要があると認め  

るときは、都道府県知事に対し前項の事務を行うことを指示することができる。   

（参考：1991年国連総会決議「精神医療におけるメンタルヘルスケア改善の原則」）  

原則15：入院の原則  

1 精神保健施設で治療を受ける必要がある場合、非自発的入院を避けるよう、あらゆ  

る努力が払われる。  

2 精神保健福祉施設へのアクセスは、他の疾患に関する他の施設へのアクセスと同様  

に行われる。  

3 非自発的に入院したのではないすべての患者は、原則16に規定する非自発的入院  
患者として退院を制限する基準が満たされない限り、いつでも精神保健施設から退去す  
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る権利を有し、患者にはこの権利が告知される。   

原則16：非自発的入院  
1 患者として、非自発的に精神保健施設に入院し、又は、既に患者として自発的に精  
神保健施設に入院した後、非自発的入院患者として退院制限されるのは、この目的のた  
めに法律によって権限を与えられた資格を有する精神保健従事者が、原則4に従って、  
その記者が精神疾患を有しており、かつ、以下のように判断する場合に限られる。  
（a）その精神疾患のために、即時の又は切迫した自己若しくは他の人への危害が及ぶ  

可能性が大きいこと、又は  

（b）精神疾患が重篤であり、判断力が阻害されている場合、その者を入院させず、又  
は入院を継続させなければ、深刻な状態の悪化が起こる見込みがあり、最少規制の代替  
原則に従って、精神保健施設に入院させることによってのみ得られる適切な治療が妨げ  
られること。  

（b）の場合、可能な場合には、第一の精神保健従事者とは独立した第二の精神保健従  
事者の診察を求めるべきである。こうした診察が行われた場合、第二の精神保健従事者  
が同意しなければ、非自発的入院、又は退院制限を行うことはできない。  

2 非自発的入院又は退院制限は、当初は、審査機関による非自発的入院又は退院制限  
に関する審査を待つ間の、観察及び予備的な治療を行うための、国内法の定める短い期  
間に限られる。入院の理由は遅滞なく患者に伝えられる。入院の事実及びその理由は、  
審査機関、患者の個人的代理人が指名されていればその個人的代理人及び患者が拒否し  
なければその家族に対して、迅速かつ詳細に伝達される。  

3 精神保健施設は、国内法で規定されている権限を有する公的機関によって、非自発  
的入院を受け入れるよう指定されている場合に限り、非自発的入院を受け入れることが  
できる。   

（参考：介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準）  
第14条4項 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供にあたっては、当該  
入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、  
身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為を行ってはならない。   

（参考：障害者権利条約）  

第15条（拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰か  
らの自由）  

1 いかなる者も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若し  
くは刑罰を受けない。特に、いかなる者も、その自由な同意なしに医学的又は科学  
的実験を受けない。  
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8．被害回復を求める権利  

8－1医療被害対応   

医療の過程において患者に被害が生じた場合、患者・家族・遺族は医療提  
供者に対して、誠実な対応を求めることができる。  

8－2 原因究明等   

① 患者・家族・遺族は医療提供者に対して、被害の原因究明、十分な情  

報開示と説明を求めることができる。   

② 医療提供者は、医療被害の再発防止措置の実施に努めなければならな  

い。  

8－3 国などの責務   

国および地方公共団体は、患者・家族・遺族の苦情への対応、患者が受け  

た被害についての救済あるいは回復のために、「必要な制度・規則を定めなけ  

ればならない。  

（参考：医薬品副作用被害救済制度）  

1980年に発足した制度。現在は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく制  
度。   

（参考：産科医療補償制度）   

（財）日本医療機能評価機構が運営主体となって、分娩事故による脳性マヒ事案につ  

いて補償金給付、原因分析等を行う制度。2009年1月1日から事業開始。   

（参考：患者権利法要綱案）  

（a）（権利の周知と患者を援助する義務）   

国および地方自治休は、ひろく国民および地域住民に対し、又、医療機関および医療  

従事者に対して、本法に定める患者の諸権利につき周知させるために学校教育を含め必  

要な具体的措置をとるとともに、患者自身がその権利を十分行使しうるよう、すべての  

市町村に一定数の患者の権利擁護委員をおいて患者・家族からの苦情相談を受け、医療  
機関との対話の促進を含め苦情が迅速かつ適切に解決するよう援助しなければならな  

い。   

（参考：フィンランド：患者の地位及び権利に関する法律）  

第10条 苦情   

自己が受けた保健・医療ケア又はそれに関連する治療に関して不満のある患者は、当  

該の活動ユニットにおいて保健・医療ケアに責任を負う長に対して、苦情を申し立てる  
権利を有する。苦情に対する決定は、苦情申立てから適正な期間内になされなければな  

らない。   

苦情申立ては、保健・医療ケアの管理当局に、関連するケア又は治療に関して不服を  

述べる患者の権利を制限しない。  
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苦情の処理に当たっては、患者が受けたケア又は治療が、結果として、患者傷害法  

（1986年第585号）に基づく患者の傷害に対する責任、損害補償法（1974年第412号）に  

基づく損害補償責任、告訴、職業的活動を実践する権利についての停止若しくは制限、  
保健・医療ケアについての職業的活動の実施に関する法律による懲戒若しくはその他の  
法律による懲戒に及ぶことが明らかになった場合、患者は、関連官公庁又は関連組織に  
おいて、この事件がどのように審理されるかについて情報を与えられなければならな  
い。   

（参考：アイスランド‥患者権利に関する法律）  

第28条 治療についての意見及び苦情   

保健施設のサービスに関する患者の意見は、関係する施設の中央管理部門に対して申  
し立てられなくてはならない。   

患者が自己の治療について苦情を申し立てることを希望する場合は、保健サービス法  

（1990年第97号）第3条第5項に従い、保健庁長官又は紛争和解委員会に苦情を申し立て  
ることができる。   

保健施設の被用者は、意見を提出する意思若しくは苦情を申し立てる意思のある患者  
又はその親族を指導する義務がある。さらに、保健施設の管理部門には、患者の権利が  
侵害されていると確信している従事者の意見を調査する義務がある。   

患者は、自己の意見及び苦情に対する回答を書面により、最も早い機会に受け取るこ  
とができなければならない。   

（参考：ノルウェー：患者の権利に関する法律）  

第7－1条 実施に対する要求   

第2章、第3章及び第4章とともに第5－1条、第6－2条及び第6－3条の規定が侵害され  
ていると考える患者又は患者の代理人は、保健援助の提供者に対して、権利が実現され  
るよう要求することができる。   

第1項は、第3牽から第6章までの規定に基づく自立した権利が実現されていないと考  
えるその他の者にも同様に適用される。   

第1項による患者の代理人は、患者のために苦情を申し立てる代理権を有する者又は  
第4章による同意能力をもつ者とする。代理人が弁護士ではない場合、その者は書面に  
よって委任を受けなければならない。  
第7－2条 苦情   

保健援助の提供者が第7－1条による要求を拒否した場合又は権利はすでに満たされ  
ていると考える場合、苦情は、県の保健管理者に対して申し立てることができる。苦情  
［申立て書］は、県の保健管理者に対して、送付される。   
第2－1条第5項における規定が遵守されていないと考える患者又はその代理人は、省  

が任命した苦情委員会に苦情を申し立てることができる。苦情委員会は5人の委員から  

なる。委員長は法律家でなければならない。省は、委員及び委員代理を2年ごとに任命  
する。委員及び委員代理は再任も認められる。   

第ト1条第2項及び第3項の規定は、本条による苦情に対しても同様に適用される。   
（2003年8月29日第87号法により改正、2003年8月29日第1092号政令により2003年9月1  

日施行。2003年12月12日第110号法により改正、2004年3月19日第540号政令により2004  
年9月1日施行）  

第7－3条 苦情の形式及び内容   

県の保健管理者に対する苦情は、書面でなされなければならない。苦情［申立て書］  
には、患者又は患者の代理人によって署名がなされるものとする。苦情［申立て書］で  
は、その苦情が起きる原因となった条件が言及され、苦情について考慮するために、重  
要となる可能性のある情報が提供されなければならない。苦情［申立て書］に誤り又は  
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欠陥がある場合、県の保健管理者は情報の修正又は追加のために短期間の期限を設定す  

る。   

（2003年8月29日第87号法により改正、2003年8月29日第1092号政令により2003年9月1  
日施行）  

第7－4条 義務違反の可能性の調査請求   

患者又は上記の権利をもつその他の者は、保健従事者法に定められた規定又はそれに  
基づく義務に関する規定が侵害されることで不利益を被ったと考える場合、管理当局に  
事実の調査を依頼することができる。万一の場合、管理当局は、保健従事者法第11章に  
より、行政的措置を取ることができる。この章の規定は、これらの請求には適用されな  

い。   

（2000年12月21日第127号法により改正、2000年12月21日第1359号政令により2001年1  
月1日施行）  

第7－5条 要求および苦情の提出期限   
第7－1条による要求の期限は、関係者がこれらの要求を行うために十分な情報を受け  

た時又は受けなければならない時から4週間とする。要求された時をもって、その期限  
は中断される。   

第7－2条による県の保健管理者に対する苦情の提出期限は、要求の結果を告知された  
時又は告知されなければならない時から3週間とする。   

（2003年8月29日第87号法により改正、2003年8月29日第1092号政令により2003年9月1  
日施行）  
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Ⅲ 医療提供者の権限と責務  

1－1医療諸原則に従った診療提供   

医療提供者は、医療の諸原則に従った診療を行うよう努めなければならな  

い。  

卜2 医療提供者の患者の権利擁護   

医療提供者は、患者の諸権利を擁護するために、国、地方公共■団体に対し  

て、医療体制の充実などを求めることができる。  

卜3 患者の同意と医療提供者の裁量   

医療提供者の適切な説明に基づき患者が同意した場合、医療提供者は同意  

を得た範囲内で医療水準にしたがった合理的な判断に基づき、適切な診療を  

実施することができる。  

1－4 複数連携医療施設と患者情報共通利用   

診療の必要上、同一患者を複数の医療施設が連携して診療する場合、各施  

設の医療提供者は患者の同意を得た上で必要な情報を相互に共通に利用す  

ることができる。この場合に各医療施設の医療提供者は正当な事由なくこれ  

を関係者以外に漏らしてはならない。  

（参考：医療法）   

医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、第1条の2に規定する理  
念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければな  

らない。（1条の4・1項）   

医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当た  
り、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。（同  

2項）   

医療提供施設において診療に従事する医師及び歯科医師は、医療提供施設相互間の  

機能の分担及び業務の連携に資するため、必要に応じ、医療を受ける者を他の医療提  

供施設に紹介し、その診療に必要な限度において医療を受ける者の診療又は調剤に関  

する情報を他の医療提供施設において診療又は調剤に従事する医師若しくは歯科医師  
又は薬剤師に提供し、及びその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。（同  
3項）   

病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所を退院する患者が引き続き療養を  

必要とする場合には、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図  

り、当該患者が適切な環境の下で療養を継続することができるよう配慮しなければな  
らない。（同4項）  
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医療提供施設の開設者及び管理者は、医療技術の普及及び医療の効率的な提供に資  

するため、当該医療提供施設の建物又は設備を、当該医療提供施設に勤務しない医師、  

歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手の診療、研究又は研修のために利用  
させるよう配慮しなければならない。（同5項）   

医療提供施設の開設者及び管理者は、医療を受ける者が保健医療サービスの選択を  

適切に行うことができるように、当該医療提供施設の提供する医療について、正確か  

つ適切な情報を提供するとともに、患者又はその家族からの相談に適切に応ずるよう  
努めなければならない。（6条の2・2項）   

病院又は診療所の管理者は、患者を入院させたときは、厚生労働省令で定めるとこ  

ろにより、当該患者の診療を担当する医師又は歯科医師により、次に掲げる事項を記  

載した書面の作成並びに当該患者又はその家族への交付及びその適切な説明が行われ  
るようにしなければならない。ただし、患者が短期間で退院することが見込まれる場  

合その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。（6条の4）   

病院、診療所又は助産所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療の  

安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施その他の当該病院、診  

療所又は助産所における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。  
（6条の10）   

（参考：医師法）   

医師は、医療及び保健指導を掌ることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、  

もって国民の健康な生活を確保するものとする。（1条）   

診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、  

これを拒んではならない。（19条1項）   

診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会った医師は、診断書若しくは検案書又は  

出生証明書若しくは死産証書の交付の求があった場合には、正当の事由がなければ、  

これを拒んではならない。（19条2項）   

医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、  

患者又は現にその看護に当っている者に対して処方せんを交付しなければならない。  
ただし、患者又は現にその看護に当っている者が処方せんの交付を必要としない旨を  

申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。（22条）   

医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の  
向上に必要な事項の指導をしなければならない。（23条）   

医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければ  

ならない。（24条1項）   

厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害  

を防止するため特に必要があると認めるときは、医師に対して、医療又は保健指導に  

閲し必要な指示をすることができる。（24条の2）   

（参考：角膜及び腎臓の移植に関する法律）   

医師は、角膜又は腎臓の移植を行うに当たっては、診療上必要な注意をしなければ  

ならない。（2条）   

（参考：臓器の移植に関する法律）   

医師は、臓器の移植を行なうに当たっては、診療上必要な注意を払うとともに、移  
植術を受ける者又はその家族に対し必要な説明を行い、その理解を得るよう努めなけ  

ればならない。（4条）   

医師は、死亡した者が生存中に臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書  

面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を  
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拒まないとき又は遺族がないときは、この法律に基づき、移植術に使用されるための  

臓器を、死体（脳死した者の身体を含む。以下同じ。）から摘出することができる。  
（6条1項）  
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疾病を理由とする差別・偏見の克服、国民・社会への普及啓発  
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その自由を制限することであって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他の   
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し、または行使することを妨げ、害する目的または効果を有する行為をいう。   



序  文  

1945年にアメリカのサンフランシスコで署名され、同年10月に発効した国連  

憲章は、「人種、性、言語又は宗教による差別なく、すべての者のために人権及  

び基本的自由を尊重するように助長奨励すること」をもって、国際連合の目的  

の一つと規定した。「世界人権宣言」が制定されたのも、この目的からであった。  

多くの尊い人命が奪われ、悲劇と破壊をもたらした第二次世界大戦の反省から、  

「差別を撤廃し、人権を確立することが恒久平和に通じる」という確信の下に、  

この宣言が、1948年12月10日の第3回国連総会で採択された。   

爾来、国連は、世界人権宣言の内容を実現するために、様々な人権課題につ  

いて数多くの人権条約を採択してきた。この歩みは21世紀に入っても受けつが  

れており、21世紀が「人権の世紀」となることが期待されている。   

世界人権宣言の制定から60年という節目に当たる2008年には、日本でも新  

しい動きがみられた。2008年6月、議員立法により「ハンセン病問題の解決の  

促進に関する法律」（通称、ハンセン病問題基本法）が制定された。－立法史的に  

みれば驚異的なことで、同法制定の意義は少なくない。被害のとらえ方もその  

一つである。国の誤った強制隔離政策によって侵害されたのは自由権だけでは  

ない。患者らの社会生活全般をねこそぎ侵害し、夢を奪ったことが被害なのだ。  

こういう被害概念が「前文」中で明確に謳われた。今後は、このような被害概  

念に基づいて、被害救済が図られることになろう。被害救済等に関して被害当  

事者は「救済の客体」ではなく「救済の主体」であるとされた点も大きい。被  

害当事者の「権利主体性」が法的にも認められることになった。   

人権侵害の被害当事者が蒙った心の傷の深さは、当事者でない者の想像を超  

えるものがある。にもかかわらず、これまでは、ややもすれば、当事者でない  

者の立場から、人権問題が考えられてきたきらいがある。被害当事者はあくま  

でも保護の客体にとどめられ、蚊帳の外に置かれてきた。当該人権課題につい  

て、被害の実態調査が実施されるということもあまりなかった。しかし、これ  

では、「非当事者による非当事者のための非当事者の人権活動」と酷評されても  

やむを得ない。   

官民一体で展開された「無らい県運動」は、「ハンセン病患者とその家族に思  

いやりの心」をスローガンとした。しかし、この「無らい県運動」について、  

2001年5月11日の熊本地裁判決は、今日にまで至るハンセン病羞別を作り出す  

大きな要因になったと指摘した。   

今、私たちに求められているのは、「非当事者による非当事者のための非当事  

者の人権」から「当事者による当事者のための当事者の人権」へというパラダイ  

ムの転換を理解し、受容し、支援することではないだろうか。   



もとより、法を制定することと、法の内容を具体化することとは異なる。ハ  

ンセン病問題基本法についても、その内容を具体化する作業は今後に残されて  

いる。なかでも大きいのは差別の問題である。今、社会では差別が拡大ないし  

助長されるような状況にある。このような差別が療養所の中に持ち込まれない  

かが心配だ。このような切実な声が入所者らにはみられる。例えば、温泉宿泊  

拒否事件など、切実な不安を感じざるを得ないような現状に鑑みると、差別被  

害をなくすための取組みをより一層努めることが、国及び地方公共団体にとど  

まらず、ひろく各界、国民にも求められているといえよう。   

しかし、日本の差別状況は依然として厳しいものがある。法務大臣は、1997  

年、「人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する  

基本事項」を、人権擁護推進審議会に諮問した。諮問を受けた審議会は、2001  

年、「人権救済制度の在り方について」という答申を法務大臣に提出した。同答  

申では、日本の差別状況が次のように分析された。私人間における様々な差別  

や差別的取扱い等が現在でも存在する。そのなかには禁止規定を欠いているも  

のがある。公権力による人権侵害は現在でも看過できない。各種の国営・公営  

の事業等における差別的取扱い等、固有の問題がある。このほか、インターネ  

ットを悪用した差別表現の流布などの問題もある。答申では、このように分析  

された。   

加えて、ここで重要なことは、「差別」観の転換という点である。2006年の第  

61回国連総会で採択され、日本も2007（平成19）年9月に署名を行った障害者  

権利条約では、当事者が推進したこともあって、ハンセン病問題基本法と同様、  

「当事者による当事者のための当事者の人権」の擁護が目ざされている。「障害」  

概念も、当事者の立場から定義されている。 「障害」とは、目が見えない、歩け  

ないなど、その人が持っている性質（機能障害）だけから生じる。このように  

考えるのを「医学モデル」と呼ぶと、障害者権利条約は、この「医学モデル」  

から「社会モデル」への「障害」観の転換を図っている。「社会モデル」という  

のは、「障害」はその人が持っている性質だけから生じるのではない。そうした  

個人の性質のために、働けなかったり、さまざまな活動に参加できなかったり  

するような社会の仕組み（人々の偏見、建物や制度など）にも問題があり、そ  

のような社会と人との関わりから「障害」が生じるという考え方である。   

このような「障害」観の転換に対応して、同条約では、「差別」概念について  

も転換が図られている。 「合理的配慮」を行わないことも差別だとされている点  

がそれである。そして、同条約は、「締約国は、平等を促進し、差別を撤廃する  

ため、合理的配慮が行われることを確保するためのすべての適切な措置をと  

る。」（第5条第3項）と規定している。 機能障害から生じる「直接差別」だけ  

でなく、「合理的配慮」の不足から生じる「間接差別」を防止することも求めら  
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れているといえよう。これらは、人権の理解におけるパラダイムの転換を図る  

もので、まさに21世紀の国際人権条約にふさわしいといえよう。   

それでは、このような多種多様で深刻な、かつ、質的に変化している差別問  

題に対して、日本の現状の人権擁護制度は的確に対応しきれているのであろう  

か。上述の審議会の答申は、この点についても厳しい診断を下している。そし  

て、「被害者の視点から、簡易・迅速で利用しやすく」、「柔軟な救済を可能とす  

る裁判外紛争処理の手法を中心として」、「最終的な紛争解決手段である司法的  

救済を補完し」、「従来くみ上げられなかったニーズに応える」。このような一般  

的な救済制度を整備していく必要があるとしている。国連規約人権委員会が、  

国連総会で採択されたパリ原則に基づく国内人権機構の設置を日本政府に勧告  

したことがその背景となっていることはいうまでもない。   

それでは、パリ原則に基づく国内人権機構という、司法的救済とは異なる人  

権救済のチャンネルの整備がどうして提唱されているのであろうか。何よりも  

大きいことは、司法的救済というのは、いわば制裁型、処罰型の問題解決方法  

だという点である。原告側の主張に対しては、被告側からの厳しい反論が対置  

されることになる。原告と被告とは、いわば対立関係に置かれることになる。  

しかし、差別問題についての人々の理解を促進させていくためには、このよう  

な制裁型、処罰型の問題解決方法以外に、いわば理解促進型の問題解決方法を  

用いることが欠かせない。差別言動には、差別問題についての理解が不足して  

いるために、自分の言動が差別にあたるということを知らないで行っている場  

合が少なくない。このような場合に何よりも必要なことは、処罰ではなく、教  

育だといえよう。そして、この教育において重要なことは、差別問題の重要性  

を被害当事者から学ぶことが必要だという点である。被害当事者から学ぶこと  

によって、差別問題についての理解を深める。そして、自己の言動を反省し、  

被害当事者に対して真筆な謝罪を行う。被害当事者を支援し、差別被害の救済  

と再発防止に積極的に協力する。対立関係を解消し、未来に向けて、パートナ  

ーの関係に変えていく。パリ原則に基づく国内人権機構がめざしているのは、  

このような問題解決方法だといえよう。   

ハンセン病のみならず、その他の疾病、とりわけ、誤った認識に基づく差別  

被害を受けやすい疾病についても、このような問題解決方法の導入とそのため  

の機関ないしシステムの設置は喫緊の課題といえよう。そのような認識に立っ  

て、ここに本提言を行う次第である。   



1．疾病を理由とする差別・偏見の克服  

・病気としてのハンセン病は医学的に治癒可能であり、自由な社会生活が可能   

であったにもかかわらず、わが国のハンセン病患者・回復者は、病気として   

だけではなく、ハンセン病に対する国の政策の誤りによる誤った概念の流布   

に基づく社会的、人道的な差別を受けてきた現実が存在する。今後、こうし   

た歴史をふまえ、疾病を理由とする差別・偏見が起こらないよう、社会をあ   

げて不断の取り組みを進めなければならない。  

・疾病を有する者および疾病からの回復者は、社会の一般の人たちと同様に、   

一人の人間としての個人の尊厳が重んぜられ、あらゆる場面において、平等   

の機会が与えられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。  

・疾病を有する者および疾病からの回復者が、社会を構成する一員として社会、   

経済、文化、その他あらゆる分野の活動に参加することができるよう固有の   

施策が実施されなければならない。  

・すべての人は、疾病を有する者・疾病からの回復者に対して、疾病を理由と   

する、あらゆる種類の権利・利益を侵害する行為を行ってはならない。  

2．正しい医学的知識の普及一啓発  

・疾病を理由とする差別・偏見を克服するためには、すべての人が正しい医学   

的知識を持つことが、なによりも大切なことである。  

・正しい医学的知識の普及・啓発という観点からみた場合、医療従事者の果た   

す役割はきわめて大きい。このため、医療従事者の幅広い専門的知識と高い   

倫理的視野に対する社会からの要請に医療従事者が応えられるよう、国・自   

治体は医学系・看護系教育の強化、充実、海外の知見や国内の少数意見を含   

め、正しい医学・医療の知識・情報を提供するためのシステムの構築を図っ   

ていかければならない。さらに、学術的根拠の解明が恒常的に推進され、啓   

発活動iこ資するよう、学術的研究体制の充実、研究者の確保、育成に努めな   

ければならない。  

・人々への正しい医学的知識の普及・啓発においては、マスメディアの活動の   

意義はきわめて大きい。そのことをふまえて、マスメディアの活動が人権に   

対する正しい理解に立って推進されるよう、法律家、教育者、有識者など各   

分野のオピニオンリーダーが率先して積極的な役割を果たさなければならな   

い。  

3．人権教育の徹底  

・人々が正しい人権に対する知識を持つことの重要性は、いくら強調しても強   

調しすぎることはない。疾病を理由とした差別は許されないという人権教育  
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が徹底されなければ、いくら正しい医学的知識の普及に努めたとしても、疾  

病に対する差別・偏見は決してなくならない。  

国・地方自治体は、学校教育をはじめとして教育制度のすべての段階、場面  

において、疾病を有する者および疾病からの回復者に対する差別を防止する  

ことを目的とした人権教育の徹底をめざし、必要な教育活動の実施に努めな  

ければならない。  

国・地方自治体は、疾病を理由とする差別・偏見に対する人権教育の徹底を  

図るために、知識教育に偏らない人間的交流を中心とした教育の普及に努め、  

実例から学ぶということにこれまで以上に努めなければならない。  

疾病を理由とする差別・偏見を克服するためには、国・地方自治体だけでな  

く地域社会全体が総合的な教育活動を組織的、継続的に実施していかなけれ  

ばならない。中でも地域社会の機能を担う保健医療福祉、法曹、マスメディ  

ア等の関係者は、外部の機関・団体と連携しつつ、差別・偏見の克服に向け  

た体制づくりに継続的に取り組まなければならない。  

特に、医療機関や介護・福祉施設は、施設・職員が一致して、疾病を有する  

者および疾病からの回復者を含む全ての対象者に、人権尊重の理念に立った  

公平なサー ビスを提供するよう努めなければならない。  

4．国・地方自治体の責務  

・疾病を理由とするあらゆる差別・偏見をなくすための基本計画の策定、およ   

びその実施等に関する国・地方自治体の責務を明確に規定することは、それ   

だけでも差別・偏見を抑制する効果が大きい。  

・国・地方自治体は、疾病を理由とする差別・偏見をなくすための施策を総合   

的かつ継続的に推進しなければならない。そのため、関係省庁・関係機関と   

の有機的な連携を図り、必要な財改上の措置を講じなければならない。  

・国・地方自治体は、疾病を理由とする差別・偏見があった場合、被害の回復・   

救済と再発の防止のための措置を講じなければならない。  

・正しい知識の普及・啓発に向けて進められる国・地方自治体の施策は、疾病   

を理由とする差別・偏見の実態に対応したものでなければならない。  

5．施策を推進するための組織・機関の設置  

・国・地方自治体は、疾病を理由とする差別・偏見の克服、社会への普及啓発   

に関する種々の取り組みの実施状況を把握し、必要に応じて支援するための   

組織あるいは機関を設置する責務がある。  

・疾病を理由とする差別・偏見をなくすための具体的な施策・事業を展開する   

ためには、国・地方自治体における多数の省庁・多数の部局が連携し、協力   



しなければならない。こうした異なる省庁および部局にわたる活動を可能に  

するために、政府、または地方自治体内に特定の仕組みを設置する必要があ  

る。ハンセン病については、「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」を  

受けて、自治体間で啓発のための情報提供、意見交換を行う「ハンセン病対  

策促進会議（仮称）」の設置が検討されている。こうした仕組みを、それぞれ  

の疾病の有する固有の特徴への理解に立った、広く疾病を理由とする差別・  

偏見の克服のための制度に拡大すべきである。  

ここでいう特定の仕組みについては、国レベルでは、疾病を理由とする差別・  

偏見をなくすための独立した委員会の設置、地方自治体レベルでは、実態の  

把握および当事者からの申立て等の受理を担う機関あるいは専門委員の設置  

などが考えられる。その具体的なあり方については、今後さらに検討する必  

要がある。  
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疾病を理由とする差別・偏見の克服、国民・社会への普及啓発  

（参考資料添付版）  
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序  文  

1945年にアメリカのサンフランシスコで署名され、同年10月に発効した国連  

憲章は、「人種、性、言語又は宗教による差別なく、すべての者のために人権及  

び基本的自由を尊重するように助長奨励すること」をもって、国際連合の目的  

の一つと規定した。「世界人権宣言」が制定されたのも、この目的からであった。  

多くの尊い人命が奪われ、悲劇と破壊をもたらした第二次世界大戦の反省から、  

「差別を撤廃し、人権を確立することが恒久平和に通じる」という確信の下に、  

この宣言が、1948年12月10日の第3回国連総会で採択された。   

爾来、国連は、世界人権宣言の内容を実現するために、様々な人権課題につ  

いて数多くの人権条約を採択してきた。この歩みは21世紀に入っても受けつが  

れており、21世紀が「人権の世紀」となることが期待されている。   

世界人権宣言の制定から60年という節目に当たる2008年には、日本でも新  

しい動きがみられた。2008年6月、議員立法により「ハンセン病問題の解決の  

促進に関する法律」（通称、ハンセン病問題基本法）が制定された。立法史的に  

みれば驚異的なことで、同法制定の意義は少なくない。被害のとらえ方もその  

一つである。国の誤った強制隔離政策によって侵害されたのは自由権だけでは  

ない。患者らの社会生活全般をねこそぎ侵害し、夢を奪ったことが被害なのだ。  

こういう被害概念が「前文」中で明確に謳われた。今後は、このような被害概  

念に基づいて、被害救済が図られることになろう。被害救済等に関して被害当  

事者は「救済の客体」ではなく「救済の主体」であるとされた点も大きい。被  

害当事者の「権利主体性」が法的にも認められることになった。   

人権侵害の被害当事者が蒙った心の傷の深さは、当事者でない者の想像を超  

えるものがある。にもかかわらず、これまでは、ややもすれば、当事者でない  

者の立場から、人権問題が考えられてきたきらいがある。被害当事者はあくま  

でも保護の客体にとどめられ、蚊帳の外に置かれてきた。当該人権課題につい  

て、被害の実態調査が実施されるということもあまりなかった。しかし、これ  

では、「非当事者による非当事者のための非当事者の人権活動」と酷評されても  

やむを得ない。   

官民一体で展開された「無らい県運動」は、「ハンセン病患者とその家族に思  

いやりの心」をスローガンとした。しかし、この「無らい県運動」について、  

2001年5月11日の熊本地裁判決は、今日にまで至るハンセン病差別を作り出す  

大きな要因になったと指摘した。   

今、私たちに求められているのは、「非当事者による非当事者のための非当事  

者の人権」から「当事者による当事者のための当事者の人権」へというパラダイ  

ムの転換を理解し、受容し、支援することではないだろうか。   



もとより、法を制定することと、法の内容を具体化することとは異なる。ハ  

ンセン病問題基本法についても、その内容を具体化する作業は今後に残されて  

いる。なかでも大きいのは差別の問題である。今、社会では差別が拡大ないし  

助長されるような状況にある。このような差別が療養所の中に持ち込まれない  

かが心配だ。このような切実な声が入所者らにはみられる。例えば、温泉宿泊  

拒否事件など、切実な不安を感じざるを得ないような現状に鑑みると、差別被  

害をなくすための取組みをより一層努めることが、国及び地方公共団体にとど  

まらず、ひろく各界、国民にも求められているといえよう。   

しかし、日本の差別状況は依然として厳しいものがある。法務大臣は、1997  

年、「人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する  

基本事項」を、人権擁護推進審議会に諮問した。諮問を受けた審議会は、2001  

年、「人権救済制度の在り方について」という答申を法務大臣に提出した。同答  

申では、日本の差別状況が次のように分析された。私人間における様々な差別  

や差別的取扱い等が現在でも存在する。そのなかには禁止規定を欠いているも  

のがある。公権力による人権侵害は現在でも看過できない。各種の国営・公営  

の事業等における差別的取扱い等、固有の問題がある。このほか、インターネ  

ットを悪用した差別表現の流布などの問題もある。答申では、このように分析  

された。   

加えて、ここで重要なことは、「差別」観の転換という点である。2006年の第  

61回国連総会で採択され、日本も2007（平成19）年9月に署名を行った障害者  

権利条約では、当事者が推進したこともあって、ハンセン病問題基本法と同様、  

「当事者による当事者のための当事者の人権」の擁護が目ざされている。「障害」  

概念も、当事者の立場から定義されている。「障害」とは、目が見えない、歩け  

ないなど、その人が持っている性質（機能障害）だけから生じる。このように  

考えるのを「医学モデル」と呼ぶと、障害者権利条約は、この「医学モデル」  

から「社会モデル」への「障害」観の転換を図っている。「社会モデル」という  

のは、「障害」はその人が持っている性質だけから生じるのではない。そうした  

個人の性質のために、働けなかったり、さまざまな活動に参加できなかったり  

するような社会の仕組み（人々の偏見、建物や制度など）にも問題があり、そ  

のような社会と人との関わりから「障害」が生じるという考え方である。   

このような「障害」観の転換に対応して、同条約では、「差別」概念について  

も転換が図られている。「合理的配慮」を行わないことも差別だとされている点  

がそれである。そして、同条約は、「締約国は、平等を促進し、差別を撤廃する  

ため、合理的配慮が行われることを確保するためのすべての適切な措置をと  

る。」（第5条第3項）と規定している。機能障害から生じる「直接差別」だけ  

でなく、「合理的配慮」の不足から生じる「間接差別」を防止することも求めら  
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れているといえよう。これらは、人権の理解におけるパラダイムの転換を図る  

もので、まさに21世紀の国際人権条約にふさわしいといえよう。   

それでは、このような多種多様で深刻な、かつ、質的に変化している差別問  

題に対して、日本の現状の人権擁護制度は的確に対応しきれているのであろう  

か。上述の審議会の答申は、この点についても厳しい診断を下している。そし  

て、「被害者の視点から、簡易・迅速で利用しやすく」、「柔軟な救済を可能とす  

る裁判外紛争処理の手法を中心として」、「最終的な紛争解決手段である司法的  

救済を補完し」、「従来くみ上げられなかったニーズに応える」。このような一般  

的な救済制度を整備していく必要があるとしている。国連規約人権委員会が、  

国連総会で採択されたパリ原則に基づく国内人権機構の設置を日本政府に勧告  

したことがその背景となっていることはいうまでもない。   

それでは、パリ原則に基づく国内人権機構という、司法的救済とは異なる人  

権救済のチャンネルの整備がどうして提唱されているのであろうか。何よりも  

大きいことは、司法的救済というのは、いわば制裁型、処罰型の問題解決方法  

だという点である。原告側の主張に対しては、被告側からの厳しい反論が対置  

されることになる。原告と被告とは、いわば対立関係に置かれることになる。  

しかし、差別問題についての人々の理解を促進させていくためには、このよう  

な制裁型、処罰型の問題解決方法以外に、いわば理解促進型の問題解決方法を  

用いることが欠かせない。差別言動には、差別問題についての理解が不足して  

■ いるために、自分の言動が差別にあたるということを知らないで行っている場  
合が少なくない。このような場合に何よりも必要なことは、処罰ではなく、教  

育だといえよう。そして、この教育において重要なことは、差別問題の重要性  

を被害当事者から学ぶことが必要だという点である。被害当事者から学ぶこと  

によって、差別問題についての理解を深める。そして、自己の言動を反省し、  

被害当事者に対して真筆な謝罪を行う。被害当事者を支援し、差別被害の救済  

と再発防止に積極的に協力する。対立関係を解消し、未来に向けて、パートナ  

ーの関係に変えていく。パリ原則に基づく国内人権機構がめざしているのは、  

このような問題解決方法だといえよう。   

ハンセン病のみならず、その他の疾痛、とりわけ、誤った認識に基づく差別  

被害を受けやすい疾病についても、このような問題解決方法の導入とそのため  

の機関ないしシステムの設置は喫緊の課題といえよう。そのような認識に立っ  

て、ここに本提言を行う次第である。   



1．疾病を理由とする差別・偏見の克服  

・病気としてのハンセン病は医学的に治癒可能であり、自由な社会生活が可能   

であったにもかかわらず、わが国のハンセン病患者・回復者は、病気として   

だけではなく、ハンセン病に対する国の政策の誤りによる誤った概念の流布   

に基づく社会的、人道的な差別を受けてきた現実が存在する。今後、こうし   

た歴史をふまえ、疾病を理由とする差別・偏見が起こらないよう、社会をあ   

げて不断の取り組みを進めなければならない。  

・疾病を有する者および疾病からの回復者は、社会の一般の人たちと同様に、   

一人の人間としての個人の尊厳が重んぜられ、あらゆる場面において、平等   

の機会が与えられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。  

・疾病を有する者および疾病からの回復者が、社会を構成する一員として社会、   

経済、文化、その他あらゆる分野の活動に参加することができるよう固有の   

施策が実施されなければならない。  

・すべての人は、疾病を有する者・疾病からの回復者に対して、疾病を理由と   

する、あらゆる種類の権利・利益を侵害する行為を行ってはならない。  

（参考：国連ハンセン病・回復者およびその家族に対する差別撤廃決議）  

ハンセン病患者・回復者及びその家族が無知と偏見による社会的熔印及び差別にしばしば  

苦しんでいることが記載された身体的精神的健康の高度な達成可能基準を全ての人が享受  

する権利に関する特別報告者の報告書に留意し、  

1980年代以降全世界で1600万人以上のハンセン病患者が治癒したこと、病気とし  

てのハンセン病は科学的にも医学的にも治癒可能、対処可能と証明されていることを認識  

し、  

彼らの家族を含む数千万の人々が未だに病気としてだけではなく、ハンセン病は治癒不能  

あるいは遺伝するといった知識の社会的欠如及び誤った概念に基づく政治的、法的、経済  

的、社会的な差別と隔離で苦しんでいること、ハンセン病問題は医学あるいは健康の問題  

だけではなく、明らかに人権侵害を引き起こす差別の一つであることも認識し、  

（参考：障害者基本法）  

（定義）  

第二条 この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害（以下「障  

害」と総称する。）があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者を  

いっ。  

（基本的理念）  
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第三条 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障さ  

れる権利を有する。  

2 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の  

活動に参加する機会が与えられる。  

3 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害  

する行為をしてはならない。  

（国民の責務）  

第六条 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増進に協力するよう努めなけ  

ればならない。  

2  国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の人権が尊重され、障害者が差別されるこ  

となく、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することができる社会の実現  

に寄与するよう努めなければならない。  

（参考：国連障害者の権利に関する条約）  

第一条 目的   

この条約は、すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有  

を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを  

目的とする。   

障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な障害を有する者であって、様々  

な障壁との相互作用により他の者と平等に社会に完全かつ効果的に参加することを妨げら  

れることのあるものを含む。  

第二条 定義   

「障害を理由とする差別」とは、障害を理由とするあらゆる区別、排除又は制限であっ  

て、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者と  

平等にすべての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨  

げる目的又は効果を有するものをいう。障害を理由とする差別には、あらゆる形態の差別  

（合理的配慮の否定を含む。）を含む。   

「合理的配慮」とは、障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、  

又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合に  

おいて必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをい  

う。  

（参考：感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針）  

第一 感染症の予防の推進の基本的な方向  

三 人権の尊重  

1感染症の患者等を社会から切り離すといった視点ではなく、感染症の予防と患者等の人   



権の尊重の両立を基本とする観点から、患者の個人の意思や人権を尊重し、一人一人が安  

心して社会生活を続けながら良質かつ適切な医療を受けられ、入院の措置がとられた場合  

には早期に社会に復帰できるような環境の整備に努めるべきである。  

2 感染症に関する個人情報の保護には十分留意すべきである。また、感染症に対する差別  

や偏見の解消のため、報道機関に協力を求めることを含め、あらゆる機会を通じて正しい  

知識の普及啓発に努めるべきである。  

六 国民の果たすべき役割  

国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めなけれ  

ばならない。また、感染症の患者等について、 偏見や差別をもって患者等の人権を損なわ  

ないようにしなければならない。  

（参考：ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律）  

ハンセン病の患者は、これまで、偏見と差別の中で多大の苦痛と苦難を強いられてきた。  

我が国においては、昭和二十八年制定の「らい予防法」においても引き続きハンセン病の  

患者に対する隔離政策がとられ、加えて、昭和三十年代に至ってハンセン病に対するそれ  

までの認識の誤りが 明白となったにもかかわらず、なお、依然としてハンセン病に対する  

誤った認識が改められることなく、隔離政策の変更も行われることなく、ハンセン病の患  

者であった者等にいたずらに耐え難い苦痛と苦難を継続せしめるままに経過し、ようやく  

「らい予防法の廃止に関する法律」が施行されたのは平成八年であった。   

我らは、これらの悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびす  

るとともに、ハンセン病の患者であった者等に対するいわれのない偏見を根絶する決意を  

新たにするものである。   

ここに、ハンセン病の患者であった者等のいやし難い心身の傷跡の回復と今後の生活の  

平穏に資することを希求して、ハンセン病療養所入所者等がこれまでに被った精神的苦痛  

を慰謝するとともに、ハンセン病の患者であった者等の名誉の回復及び福祉の増進を図り、  

あわせて、死没者に対する追悼の意を表するため、この法律を制定する。  
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†  

2．正しい医学的知識の普及・啓発  

・疾病を理由とする差別・偏見を克服するためには、すべての人が正しい医学   

的知識を持つことが、なによりも大切なことである。  

・正しい医学的知識の普及・啓発という観点からみた場合、医療従事者の果た   

す役割はきわめて大きい。このため、医療従事者の幅広い専門的知識と高い   

倫理的視野に対する社会からの要請に医療従事者が応えられるよう、国・自   

治体は医学系・看護系教育の強化、充実、海外の知見や国内の少数意見を含   

め、正しい医学・医療の知識・情報を提供するためのシステムの構築を図っ   

ていかければならない。さらに、学術的根拠の解明が恒常的に推進され、啓   

発活動に資するよう、学術的研究体制の充実、研究者の確保、育成に努めな   

ければならない。  

・人々への正しい医学的知識の普及・啓発においては、マスメディアの活動の   

意義はきわめて大きい。そのことをふまえて、マスメディアの活動が人権に   

対する正しい理解に立って推進されるよう、法律家、教育者、有識者など各   

分野のオピニオンリー・ダーが率先して積極的な役割を果たさなければならな   

い。  

（参考：検証会議再発防止のための提言）  

第6正しい医学的知識の普及  

一提言の趣旨  

かつて私たちは、ハンセン病に関する国と“専門家”の誤った宣伝に惑わされて、強制隔  

離政策や無らい県運動を進めて未曾有の被害・悲劇を患者・家族らに惹起した。この取り  

返しのつかない痛恨の過ちを二度と繰り返してはならない。この教訓を無駄にしないこと  

は、国と専門家のみならず、私たち一人一人も負っている患者・家族らに対する重大な責  

務である。  

感染症の患者を危険な存在として排除したり、遺伝性疾患の患者・家族を不良な遺伝子を  

持った人間として差別したりしない社会を作っていくためには、私たち一人一人が正しい  

医学的知識を持たなければならない。  

ハンセン病等を含む感染症についての、そして遺伝痛についての専門家による正しい医学  

的知識の普及という観点から見た場合、注目されるのは保健所等による取り組みである。  

かつて保健所は、無らい運動の最前線を担い、ハンセン病に対する差別・偏見を人々に植  

え付ける上で大きな役割を果たした。このことを省みるとき、誤った認識を払拭し、正し  

い医学的知識の普及活動の中核を保健所が担うことは当然の責務ともいえる。国、自治休   



のこの面での取り組みがさらに強化されることを強く要望しておきたい。  

なお、本報告書でも指摘したように、熊本地裁判決後も、保健体育の教科書等には「らい」  

という呼称をあいかわらず用いているものがある。早急に改善されるべきである。  

二提言の具体的内容  

1．感染症患者の人権を保障し感染の拡大を防ぐ唯一の方法は、患者に最良の治療を行うこ  

とであって、隔離や排除ではないとの認識を普及させること。  

急性感染症については、やむをえず強制隔離が必要な場合もあるが、それに伴う患者の人  

権の制限は必要最小限とし、患者に対しては最善の医療が保障されなければならない。慢’  

性感染症については、急性感染症のように感染力が強くないこと、また患者の人権に対す  

る重大な侵害なしには隔離できないために、原則として患者の隔離を行ってはならない。  

2．医学・医療界は、患者・家族らの立場に立った医学・医療の確立に努め、それを担保す  

る制度・システムの整備・充実を図ること。  

最良の治療を行うためには患者・家族の立場に立った医学・医療の確立が必要で、それを  

担保する制度・システムの整備充実が図られなければならない。日本の琴ったハンセン病  

絶対隔離政策が示しているのは、同政策を推進し、あるいはこれに加担した医学・医療界  

において患者・家族らの視点が決定的に欠落していたということである。この点について  

は、次の三の「専門家自己統治システム化」を参照。  

3．患者・家族らが、最善の治療を自主的に判断できるように、インフォームド・コンセン  

トやセカンド・オピニオン等をはじめとする「患者の権利」を確立するための法整備等を  

図ること。（提言第1「患者・被験者の諸権利の法制化」参照）  

4．すべての病人や障害者に優しい社会を作るように国、社会は不断に努めること。  

四 国際的知見からの隔離の抑止システム  

国際会議の流れから大きく帝離したことが日本の誤った強制隔離政策をかくも長く存続さ  

せる主な原因の一つになったことは、既に詳しく分析したところである。とすれば、公衆  

衛生等の分野において、 このような帝離を二度と生まないようなシステムを構築すること  

は再発防止にとって極めて有効といえよう。例えば、日本の医学界が、専門分化された各  

医学会における支配的見解と異なる、海外の知見や日本の少数意見を、専門外の医学界お  

よび社会に常に紹介する倫理的義務を負い、論争があればその概要等について医学界およ  

び社会がアクセスできるようなシステムが、それである。このようなシステムの構築が強  

く望まれる。，  
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3．人権教育の徹底  

・人々が正しい人権に対する知識を持つことの重要性は、いくら強調しても強   

調しすぎることはない。疾病を理由とした差別は許されないという人権教育   

が徹底されなければ、いくら正しい医学的知識の普及に努めたとしても、疾   

病に対する差別・偏見は決してなくならない。  

・国・地方自治体は、学校教育をはじめとして教育制度のすべての段階、場面   

において、 疾病を有する者および疾病からの回復者に対する差別を防止する   

ことを目的とした人権教育の徹底をめざし、必要な教育活動の実施に努めな   

ければならない。  

・国・地方自治体は、疾病を理由とする差別・偏見に対する人権教育の徹底を   

図るために、知識教育に偏らない人間的交流を中心とした教育の普及に努め、   

実例から学ぶということにこれまで以上に努めなければならない。  

・疾病を理由とする差別・偏見を克服するためには、国・地方自治体だけでな   

く地域社会全体が総合的な教育活動を組織的、継続的に実施していかなけれ   

ばならない。中でも地域社会の機能を担う保健医療福祉、法曹、マスメディ   

ア等の関係者は、外部の機関・団体と連携しつつ、差別・偏見の克服に向け   

た体制づくりに継続的に取り組まなければならない。  

・特に、医療機関や介護・福祉施設は、施設・職員が一致して、疾病を有する   

者および疾病からの回復者を含む全ての対象者に、人権尊重の理念に立った   

公平なサービスを提供するよう努めなければならない。  

（参考：検証会議再発防止のための提言）  

第5被害の救済・回復  

二残された課題  

2．差別・偏見の根絶  

故なき差別・偏見に対して入所者らが抗議等に立ち上がると、逆に社会の側がこれに反発  

し、ときには敵意さえも示すという「差別意識のない差別・偏見」の構図を一刻も早く解  

消しなければならない。この面において果たすべき国の責任については既に提言第1「患  

者・被験者の諸権利の法制化」で取り上げた。しかし、社会の側の責任も重大なものがあ  

る。なかでも大きいのは法律家、マスメディア、宗教家等の責任だが、現状は行政の取り  

組みにも劣ると言ったら誤りであろうか。  

差別・偏見の特性に即した総合的で科学的な、そして何よりも差別される側の立場に立っ  

た対策を組織的、継続的に実施していかなければ、ハンセン病差別・偏見は決してなくな  
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らないが、弁護士会、マスコミ、宗教界の取り組みはまだまだイベントの域を出ていない  

のではないか。「同情」論を打ち破る取り組みが、弁護士会、あるいは日弁連全体として、  

継続的、組織的に行われているのであろうか。一部の弁護士による献身的な取り組みには  

頭が下がるが、弁護士会全体となるとアリバイ作りの面が強いのではないか。  

弁護士会、マスメディア、宗教界等に対し、差別・偏見の根絶に向けた継続的な取り組み  

とそのための体制作りを、他機関・他団体のそれと連携しつつ推進されることを改めて要  

望しておきたい。  

3．人権論の更なる深化  

「人権論」の意義と成果をさらに広げていくことは憲法第13条の保障する「少数者の尊  

重」という課題だといってよいが、入所者の社会復帰や、ホテル宿泊拒否事件等にみられ  

る差別・偏見の根絶という課題とも重なる。ただ、「少数者の尊重」は、少数者側の問題と  

いうよりは多数者側の問題という側面が強い。幸い、国賠訴訟はたくさんの支援者や弁護  

士に支えられた。だが、その他の問題ではいかがであろうか。たとえば、差別・偏見の打  

破に向けての弁護士、弁護士会の取り組みはどうであろうか。「少数者の尊重」を少数者の  

自助努力に委ねて良しとしている部分がまだまだ強いのではないか。  

社会の側にあって「少数者の尊重」を多数者に訴え、受け入れさせるという公務は、「聖な  

る業務」として法律家に専属せしめられているといえる。弁護士法第1条も「①弁護士は、  

基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。②弁護士は、前項の使命に  

基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければなら  

ない。」と謳っている。そして、これこそが弁護士会自治を保障せしめているところのもの  

といえよう．，  

しかしながら、この面での弁護士会の問題発見能力や問題解決能力には、患者運動等から  

学ぶ姿勢の不足等も含めて、構造的な問題があるように見受けられる。「プロフェッション  

の責任」に対する自覚が欠如しているのではないか。このような非難を社会から浴びない  

ような継続的、組織的な取り組みが喫緊の課題となっているといえよう。法律家はその身  

分保障に相応しい任務を果たさなければならない。人権論を深化させるのは法律家の業務  

である。  

5．マスメディアの課題  

被害回復・被害救済等の面で果たすマスメディアの役割の大きさについては改めて詳述す  

るまでもない。このような観点から見たマスメディアの課題として、次のような点があげ  

られよう。  

【記者個人に求めるべきこと】  

○専門的知識を身につけること。  

○何がフェアーであるか、常に自分の取材活動を通じて問い直し続けること。  

○世間の常識や国の政策について安易に現状を追認せず、懐疑的な目で正邪を問い直す姿  

勢を貫くこと。  
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○少数者の声に耳を傾け、その声を社会に伝えるために努力と工夫を怠らぬこと。  

○現場観を再構築すること。現場とはなにか、現場はどこにあるのかといったことをもう  

一回、考えて情報の出る場所を広げていくといった作業を行うこと。  

○自らの報道を常に検証すること。  

【マスメディアに求めるべきこと】  

○記者研修制度の一層の整備・充実イヒを図ること。  

○抜本的な取材体制の見直しを行い、視点が取材対象と同一化しないようにすること  

○末端の記者の活動や地域面の記事にも気を配り、紙面審査・記事審査などのセクション  

に、全社を挙げて取り組み、社会に訴えるべき問題が水面下で眠っていないかどうか、不  

作為の掘り起こしにも力を入れさせる仕組みを作ること。  

○読者からの社会が内包している問題についての取材の要請、問題点の指摘などを受け付  

ける「公聴」セクションを開設し、その内容と対応の結果を定期的に公表すること。  

○マスメディアの伝える情報と学会専門誌の伝える情報との間の空白地域を埋めるための  

方策を講じること。  

第7人権教育の徹底  

一提言の趣旨  

正しい医学的知識を持つことの重要性をいくら強調しても強調しすぎるということはな  

い。だが、感染症であれ、遺伝性疾患であれ、病気を理由とした差別は許されないという  

立場を徹底するのでなければ、いくら正しい医学的知識の普及に努めたとしても、病気に  

対する差別・偏見は決してなくならない。  

二提言の具体的内容  

1．より一層の啓発活動に取り組むこと  

熊本地方法務局長と熊本県人権擁護委員連合会は、平成15年12月 4 日、連名で、これ  

までのハンセン病について啓発活動の不十分さを反省し、一層の強化を図ると表明した。  

また、統一交渉団の厚生労働大臣宛の『報告書』（平成16年1月 28 日）は、国等は早  

急により一層の啓発活動に取り組むべきだとした。ハンセン病を含めた病気に対する差  

別・偏見の解消に向けて、これまで以上の啓発活動に取り組む必要があることは改めて詳  

述するまでもなかろう。  

ここで注目されるのは、本検証会議からの意見照会に対する「熊本県知事の回答」（平成16  

年11月11日）である。これによれば、①人権意識の啓発は、広汎に繰り返し継続するこ  

とが必要であること、②人権問題は他人事や責任転嫁するのではなく自分自身の問題とし  

て捉えるという自覚が必要であること、③一度形成された偏見は単に正しい知識を与える  

だけでは払拭できない場合があり、人間的交流、共感を持つことが必要であること、④世  

代間偏見の連鎖を断ち切るためには若い人世代に重点的に啓発を行う必要があること、の  

各点が指摘されている。  
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いずれも一層の啓発活動に取り組むに当たっての不可欠の留意点といえるが、なかでも重  

要だと思われることは、「人間的交流、共感を持つこと」の必要性と、「若い人世代に重点  

的に啓発を行うこと」の必要性である。その意味では、熊本県の活動は貴重であろう。平  

成16年度ハンセン病関連事業として、県民を対象とした療養所療養所訪問事業を開始す  

るとともに、小中学校教教師に対しハンセン病資料集を配布したからである。  

「百聞は一見にしかず」で、療養所訪問を通じて各地で交流の輪が広がりつつある。初等  

中等教育等の場における優れた実践教育が各地で実り多い成果を上げていることも報告さ  

れている。このような取り組みの一層の強化が望まれる。  

2．人権教育の充実化  

高等教育、とりわけ医系学部等における人権教育の充実化の必要性についても、ここで触  

れておきたい。現状はまだまだ不十分だといわざるをえない。医療機関や福祉施設で働く  

職員に対する人権教育の重要性も忘れてはならない。医療や社会福祉の専門職は患者や福  

祉施設利用者の健康権、生存権等を守ることをそもそもの職務とするが、理想と現実には  

深い帝離がみられた。国の誤ったハンセン病政策を巡る、これら専門職の歴史は、人権擁  

護の担い手よりは、人権侵害の担い手という側面の方が強かったことを教えているからで  

ある。それでは、何故、人権擁護の担い手が、人権侵害の担い手に転じてしまったのか。  

この点の検討も含めて、抜本的なカリキュラム改正が早急に図られなければならない。  

（参考：感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針）  

第九 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関する事  

項  

一 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関する基本  

的な考え方  

国及び地方公共団体においては適切な情報の公表、正しい知識の普及等を行うことが、医  

師等においては患者等への十分な説明と同意に基づいた医療を提供することが、国民にお  

いては感染症について正しい知識を持ち、自らが予防するとともに、患者等が差別を受け  

ることがないよう配慮していくことが重要である。さらに、国及び地方公共団体は、感染  

症のまん延の防止のための措置を行うに当たっては、人権を尊重することが必要である。  

四 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重のためのその  

他の方策  

1患者等のプライバシーを保護するため、国及び都道府県等は、医師が都道府県知事等へ  

感染症患者に関する届出を行った場合には、状況に応じて、患者等へ当該届出の事実等を  

通知するように努めるよう徹底を図ることが重要である。  

2 報道機関においては、常時、的確な情報を提供することが重要であるが、感染症に関し、  

誤った情報や不適当な報道がなされたときには、速やかにその訂正がなされるように、国  

及び都道府県等は、報道機関との連携を平常時から密接に行う等の体制整備を図ることが  
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重要である。  

（参考：後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針）  

第六 人権の尊重  

一 人権の擁護及び個人情報の保護   

保健所、医療機関、医療保険事務担当部門、障害者施策担当部門等においては、人権の  

尊重及び個人情報の保護を徹底することが重要であり、所要の研修を実施すべきである。  

また、人権や個人情報の侵害に対する相談方法や相談窓口に関する情報を提供することも  

必要である。なお、相談に当たっては、専用の相談室を整備する等の個人情報を保護する  

措置が必要である。さらに、報道機関には、患者等の人権擁護や個人情報保護の観点に立  

った報道姿勢が期待される。  

第七 普及啓発及び教育  

一 基本的考え方及び取組   

普及啓発及び教育については、近年の発生動向等を踏まえた上で、個人個人の行動変容  

を促すことが必要であり、感染の危険性にさらされている者のみならず、それらを取り巻  

く家庭、地域、学校及び職場等へ向けた普及啓発及び教育についても取り組み、行動変容  

を起こしやすくするような環境を醸成していくことが必要である。   

また、普及啓発及び教育を行う方法については、国民一般を対象にHIV・エイズに係  

る情報や正しい知識を提供するものと、個別施策層等の対象となる層を設定し行動変容を  

促すものとがあり、後者については、対象者の年齢、行動段階等の実情に応じた内容とす  

る必要があることから、住民に身近な地方公共団体が中心となって進めていくことが重要  

である。   

国及び地方公共団体は、感染の危険性にさらされている者のみならず、我が国に在住す  

るすべての人々に対して、感染に関する正しい知識を普及できるように、学校教育及び社  

会教育との連携を強化して、対象者に応じた効果的な教育資材を開発する等により、具体  

的な普及啓発活動を行うことが重要である。また、患者等やNGO等が実施する性行動等  

における感染予防のための普及啓発事業が円滑に行われるように支援することが重要であ  

る。  

二 患者等及び個別施策層に対する普及啓発の強化   

国及び地方公共団体は、患者等及び個別施策層に対する普及啓発及び教育を行うに当た  

っては、感染の機会にさらされる可能性を低減させるために、各個別施策層の社会的背景  

に即した具体的な情報提供を積極的に行う必要がある。このため、個別施策層に適した普  

及啓発用資材等を患者等とNGO等の共同で開発し、普及啓発事業を支援することが必要  

である。特に、地方公共団体は、地方の実情に応じた効果的な普及啓発事業の定着を図る  

とともに、教育委員会、医療関係者、企業、NGO等との連携を可能とする職員等の育成  

についても取り組むことが重要である。  
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三 医療従事者等に対する教育   

研修会等により、広く医療従事者等に対して、最新の医学や医療の教育のみならず、患  

者等の心理や社会的状況を理解するための教育、患者等の個人情報の保護を含む情報管理  

に関する教育等を行っていくことが重要である。  

四 関係機関との連携の強化   

厚生労働省は、具体的な普及啓発事業を展開していく上で、文部科学省及び法務省と連  

携して、教育及び啓発体制を確立することが重要である。また、報道機関等を通じた積極  

的な広報活動を推進するとともに、保健所等の窓口に外国語で説明した冊子を備えておく  

等の取組を行い、旅行者や外国人への情報提供を充実させることが重要である。  

（参考：国連障害者の権利に関する条約）  

第八条 意識の向上  

1締約国は、次のことのための即時の、効果的なかつ適当な措置をとることを約束する。   

（a） 障害者に関する社会全体（家族を含む。）の意識を向上させ、並びに障害者の権  

利及び尊厳に対する尊重を育成すること。   

（b） あらゆる活動分野における障害者に関する定型化された観念、偏見及び有害な慣  

行（性及び年齢を理由とするものを含む。）と戦うこと。   

（c） 障害者の能力及び貢献に関する意識を向上させること。  

2 このため、1の措置には、次のことを含む。   

（a） 次のことのための効果的な公衆の意識の啓発活動を開始し、及び維持すること。  

（i） 障害者の権利に対する理解を育てること。  

（ii） 障害者に対する肯定的認識及び一層の社会の啓発を促進すること。  

（iii） 障害者の技術、価値及び能力並びに職場及び労働市場に対する障害者の貢献につ  

いての認識を促進すること。   

（b） 教育制度のすべての段階（幼年期からのすべての児童に対する教育制度を含む。）  

において、障害者の権利を尊重する態度を育成すること。   

（c） すべてのメディア機関が、この条約の目的に適合するように障害者を描写するよ  

う奨励すること。   

（d） 障害者及びその権利に関する啓発のための研修計画を促進すること。  
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4．国・地方自治体の責務  

・疾病を理由とするあらゆる差別・偏見をなくすための基本計画の策定、およ   

びその実施等に関する国・地方自治体の責務を明確に規定することは、それ   

だけでも差別・偏見を抑制する効果が大きい。  

・国・地方自治体は、疾病を理由とする差別・偏見をなくすための施策を総合   

的かつ継続的に推進しなければならない。そのため、関係省庁・関係機関と   

の有機的な連携を図り、必要な財政上の措置を講じなければならない。  

・国・地方自治体は、疾病を理由とする差別・偏見があった場合、被害の回復・   

救済と再発の防止のための措置を講じなければならない。  

・正しい知識の普及・啓発に向けて進められる国・地方自治体の施策は、疾病   

を理由とする差別・偏見の実態に対応したものでなければならない。  

（参考：検証会議再発防止のための提言）  

第1患者・被験者の諸権利の法制化  

二提言の具体的内容  

2．感染症予防医療に関する以下の諸原則も規定すること。  

③差別・偏見の温床となる病名を冠した分類をしない原則  

3．患者・家族等に対する差別・偏見等を防止するための国等の責務とその施策等について  
も規定すること。  

四差別・偏見等を防止するための国等の責務とその施策等  

ハンセン病への差別・偏見の特性は、それを次のようにまとめることが許されよう。宿泊  

拒否事件で明らかとなったのも、まさにこの特性であった。第1は、国策によって作出、  

助長、維持された差別・偏見だということである。第2は、この「国策としての差別・偏  

見」の作出、助長、維持に、医療者、宗教者、法律家、マスメディア、その他、各界の専  

門家が作為または不作為という形で大きく関わっているということである。第3は、これ  

らの専門家の中でも、わが国のハンセン病医学、医療の中心に位置した専門医と、この専  

門医の誤った医学的知見が果たした役割は大きいということである。第4は、この「国策  

としての差別・偏見」が長年にわたって維持され、いわば日常化された結果、差別・偏見  

という「異常事態」に対して市民の側に感覚麻痺が見られるということである。第5は、  

このように「異常事態」が日常化しているということ自体が、差別・偏見の正当化理由と  

して悪用される可能性があるということである。第6は、この「国策としての差別・偏見」  

は、「同情」論と表裏一体のものと作出、助長、維持された結果、無数の「差別意識のない  

差別・偏見」、「加害者意識のない差別・偏見」が生み出されているということである。第7  
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は、この「差別感のない差別・偏見」、「加害者意識のない差別・偏見」は普段は「寝た子」  

状態が多く、入所者の方々らが差別・偏見に甘んじる限りは「同情」の中に隠されている  

が、入所者らが権利主体として立ち上がろうとすると、この「差別感のない差別・偏見」、  

「加害者意識のない差別・偏見」に火がつき、燃え上がるということである。  

それでは、このような差別・偏見をどのようにして根絶していくべきだろうか。上記の特  

性に則した総合的で科学的な、そして何よりも差別される側の立場に立った対策を、国の  

責任において計画し、組織的、継続的に実施していくことが必要だということは改めて詳  

述するまでもない。詳しくは本報告書・第十八「アイスターホテル宿泊拒否事件」を参照。  

問題は、このような基本計画及びその実施等に関する国等の、財政的な裏付け等も含めた  

取り組みの現状はどうかである。貧弱な状況にあるといわざるをえない。厚生労働省は、  

健康局疾病対策課長および同生活衛生課長連名の事務連絡「ハンセン病に関する正しい知  

識の普及について」（平成15年11月19 日）を各都道府県衛生主幹部（局）長外苑てに  

行い、「市町村、関係機関、関係団体等に幅広くハンセン病に関する正しい知識の普及と啓  

発を図り、このような事案が発生しないよう、一層の御尽力をお願いいたします。」と要望  

している。しかし、このような丸投げに近い態度で、国等の責務が正しく果たせるものか。  

ハンセン病への差別・偏見にとどまらず、病気を理由とするあらゆる差別・偏見を防止す  

るための基本計画及びその実施等に関する国等の責務を法令で明確に規定することは、そ  

れだけでも差別・偏見を抑制する効果が大きく、病気の故に差別されている人々等を大い  

に勇気づけることになろう。  

（参考‥感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針）  

二 国における感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に  

関する方策  

1国は、診療、就学、就業、交通機関の利用等の場面において、患者等への差別や偏見の  

排除、予防についての正しい知識の定着等のため、パンフレット等の作成、キャンペーン  

や各種研修の実施、教材の作成、感染症にかかった児童生徒等の再登校、感染症の患者の  

円滑な職場参加のための取組等の必要な施策を講じる。例えば、感染症に関する啓発及び  

知識の普及を図っていく上で、学校や職場を活用することが効果的かつ効率的であるため、  

関係省庁である厚生労働省及び文部科学省が連携を図りながら、必要な施策を講ずること  

が重要である。特に、学校教育の場における感染症や予防接種に関する正しい知識の普及  

が求められる。  

2 国は患者に関する情報の流出防止のため、関係職員に対する研修、医療機関に対する注  

意喚起等を講ずる。  

3 国は一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症等のそれぞれの感染症について、  

予防のための方策をまとめた総合的な指針を作成した上で、これらの周知を図ることとす  

る。また、これらの指針については、定期的に見直すこととする。  
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三 地方公共団体における感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人  

権の尊重のための方策  

地方公共団体は、診療、就学、就業、交通機関の利用等の場面において、患者等への差別  

や偏見の排除等のため、国に準じた施策を講ずるとともに、相談機能の充実等住民に身近  

なサービスを充実することが重要である。特に、保健所は、地域における感染症対策の中  

核的機関として、感染症についての情報提供、相談等を行うことが重要である。  

五 関係各機関との連携  

国の行政機関間、国及び地方公共団体間、地方公共団体間等における密接な連携のため、  

定期会議の開催等が行われることが重要である。  

六 予防計画を策定するに当たっての留意点  

予防計画において地域の実情に即した知識の普及及び感染症の患者等の人権の尊重のため  

の施策に関する事項について定めるに当たっては、一から五までの事項を踏まえるととも  

に、特に、次に掲げる事項について規定することが望ましい。  

1患者等への差別や偏見の排除及び感染症についての正しい知識の普及に関する事項  

2 患者情報の流出防止等のための具体的方策に関する事項  
3 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重のための都道  

府県等における関係部局の連携方策に関する事項  

4 国、他の都道府県等、医師会等の医療関係団体、報道機関等の関係各機関との連携方策  

に関する事項  

（参考：後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針）  

第六 人権の尊重  

二 偏見や差別の撤廃への努力   

患者等の就学や就労を始めとする社会参加を促進することは、患者等の個人の人権の尊  

重及び福利の向上だけでなく、社会全体の盛宴捌こ関する正しい知識や患者等に対する理解  

を深めることになる。また、個人や社会全体において、知識や理解が深まることは、個人  

個人の行動に変化をもたらし、感染の予防及びまん延の防止に寄与することにもつながる。  

このため、厚生労働省は、文部科学省、法務省等の関連省庁や地方公共団体とともに、「人  

権教育及び人権啓発の推進に関する法律」（平成十二年法律第百四十七号）第七条に基づく  

人権教育・啓発に関する基本計画を踏まえた人権教育・啓発事業と連携し、患者等や個別  

施策層に対する偏見や差別の撤廃のための正しい知識の普及啓発を行うとともに、偏見や  

差別の撤廃に向けての具体的資料を作成することが重要である。特に、学校や職場におけ  

る偏見や差別の発生を未然に防止するためには、学校や企業に対して、事例研究や相談窓  

口等に関する情報を提供することが必要である。  
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5．施策を推進するための組織・機関の設置  

・国・地方自治体は、疾病を理由とする差別・偏見の克服、社会への普及啓発   

に関する種々の取り組みの実施状況を把握し、必要に応じて支援するための   

組織あるいは機関を設置する責務がある。  

・疾病を理由とする差別・偏見をなくすための具体的な施策・事業を展開する   

ためには、国・地方自治体における多数の省庁・多数の部局が連携し、協力   

しなければならない。こうした異なる省庁および部局にわたる活動を可能に   

するために、政府、または地方自治体内に特定の仕組みを設置する必要があ   

る。ハンセン病については、「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」を   

受けて、自治体間で啓発のための情報提供、意見交換を行う「ハンセン病対   

策促進会議（仮称）」の設置が検討されている。こうした仕組みを、それぞれ   

の疾病の有する固有の特徴への理解に立った、広く疾病を理由とする差別・   

偏見の克服のための制度に拡大すべきである。   

ここでいう特定の仕組みについては、国レベルでは、疾病を理由とする差別・   

偏見をなくすための独立した委員会の設置、地方自治体レベルでは、実態の   

把握および当事者からの申立て等の受理を担う機関あるいは専門委員の設置   

などが考えられる。その具体的なあり方については、今後さらに検討する必   

要がある。  

（参考：検証会議再発防止のための提言）  

第3人権擁護システムの整備  

二提言の具体的内容  

2．患者等の諸権利を擁護等する「患者等の権利委員」（仮称）制度を新設すること。  

法務省の人権擁護委員制度においては、子どもの人権に関わる「子どもの人権専門委貞  

（会）」制度が設けられており、子どもの人権擁護において一定の役割を果たしている。こ  

のような専門委員が果たす役割は大きい。病気を理由に差別・偏見を受けた人たちに対し  

て実効的な人権救済制度を早急に具体化する必要性を考えれば、「患者等の権利」の擁護等  

に特化した「患者の権利専門委員（会）」制度の新設が望ましい。このことは、「人権擁護  

法」による新たな「人権委員会」制度の下でも、この専門委員（会）制度については大き  

な役割が期待されているところでもある。  

（参考：ハンセン病問題の解決の促進に関する法律）  

第一条 この法律は、国によるハンセン病の患者に対する隔離政策に起因して生じた問題  
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であって、ハンセン病の患者であった者等の福祉の増進、名誉の回復等に関し現在もなお  

存在するもの（以下「ハンセン病問題」という。）の解決の促進に関し、基本理念を定め、  

並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、ハンセン病問題の解決の促進  

に閲し必要な事項を定めるものとする。  

第四条 国は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、ハンセ  

ン病の患者であった者等の福祉の増進等を図るための施策を策定し、及び実施する責務を  

有する。  

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国と協力しつつ、その地域の実情を踏ま  

え、ハンセン病の患者であった者等の福祉の増進等を図るための施策を策定し、及び実施  

する責務を有する。  

（参考：国連障害者の権利に関する条約）  

第三十三条 国内における実施及び監視  

1締約国は、自国の制度に従い、この条約の実施に関連する事項を取り扱う一又は二以上  

の中央連絡先を政府内に指定する。また、締約国は、異なる部門及び段階における関連の  

ある活動を容易にするため、政府内における調整のための仕組みの設置又は指定に十分な  

考慮を払う。  

2 締約国は、自国の法律上及び行政上の制度に従い、この条約の実施を促進し、保護し、  

及び監視するための枠組み（適当な場合には、一又は二以上の独立した仕組みを含む。）を  

自国内において維持し、’強化し、指定し、又は設置する。締約国は、このような仕組みを  

指定し、又は設置する場合には、人権の保護及び促進のための国内機構の地位及び役割に  

関する原則を考慮に入れる。  

3 市民社会（特に、障害者及び障害者を代表する団体）は、監視の過程に十分に関与し、  

かつ、参加する。  

（参考：ノルウェー：患者の権利に関する法律）  

第8－1条 目的   

患者オンブズマンは、患者の要求、利益及び保健サ⊥ビス．に関する法的権利に注意を払  

い、保健サービスの質を改善するために活動しなければならない。  

第8－2条 活動領域及び調整のための責任   

国は、各県が患者オンブズマンをもつように配慮しなければならない。患者オンブズマ  

ンの活動領域は、公共の専門的保健サービスを含む。オンブズマンは自主的かつ独立して  

活動しなければならない。  
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序  文   

「ハンセン病問題に関する検証会議の提言に基づく再発防止検討会」（以下、「本検  

討会」と略す。）は、「ハンセン病問題に関する検証会議」によって示された提言を十  

分検討し、その実現に向けたあり方、および道筋等を明らかにすることを目的に平成  

18年3月に設置され、検討を行ってきたところである。   

本検討会では、「再発防止のための提言」で示された第1から第8の提言に対する  

取り組みについて、国の各部局、関係者や委員の推薦を受けた者から報告を受け、療  

養所の訪問などの機会を設けるなどして、その実施状況について検討を行った。この  

結果、「再発防止のための提言」に示された8つの提言の中には、ハンセン病固有の  

問題として議論していくべき課題と、広い視野に立った検討が必要と思われる一般的  
な課題があることが確認され、本検討会では、後者の課題を中心に検討を行うことと  

した。また、「再発防止のための提言」における各項目は、それぞれが独立したもの  

ではなく相互に関連していることから、いくつかの提言の内容を併せてその実現に向  

けたあり方、道筋等の検討を行っていくことが必要であると認識された。このため、  

本検討会では、「患者・被験者の権利擁護のあり方」、および「疾病のつくる差別・偏  

見の克服、国民・社会への普及啓発」のふたっの観点から、検討を深めていくことと  

した。   

「患者・被験者の権利擁護のあり方」は、検証会議の提言のうち第1「患者・被験  

者の諸権利の法制化」、第2「政策決定過程における科学性・透明性を確保するための  

システムの構築」、第3「人権擁護システムの整備」、に関連している。   

この観点に関連して、医療における患者の人権擁護に関して、「患者・被験者の権  

利の法制化」が必要であるとの強い意見が表明された。一方、患者・被験者の権利は、  

現行法上、多くの医療関連法規に条文が分かれて規定されており、内容・実効性等の  

整理の必要があるとの意見、患者の権利に加えて医療従事者の権利や国・自治体の責  

務なども合わせて、医療基本法的な内容として検討していくべきとの意見が出された。   

また、患者・被験者の権利の成文法化による影響を懸念する意見が出され、我が国  

における医療提供の実情、医療従事者・患者関係の特徴をふまえた、慎重かつ十分な  

検討が必要であるとの指摘があった。医療現場の現状として、「医師の職業倫理指針」  

（社団法人日本医師会）、「病院憲章」（社団法人日本病院協会）、「診療情報の提供に  

関する指針」（社団法人日本医師会）等、各種の指針や憲章を作成するなど、自主的  

な取り組みを積極的に推進していることが紹介され、各種団体が患者の権利擁護のた  

めに意欲的な取り組みが行われていることが確認された。これらの現状をふまえて、  

国民的な合意を速やかに形成することの必要性が強く認識された。   

さらに、「患者・被験者の権利擁護のあり方」について、 検証会議の提言において  

も海外の動向について言及されていることから、北欧をはじめとする海外の法制化の  

概略的な内容について、有識者からのヒアリングを中心に検討を行った。  
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「疾病のつくる差別・偏見の克服、国民・社会への普及啓発」は、検証会議の提言  

のうち第1「患者・被験者の諸権利の法制化」、第3「人権擁護システムの整備」、第4  

「公衆衛生等における予算編成上の留意点」、第5「被害の救済・回復」、第6「正し  

い医学的知識の普及」、第7「人権教育の徹底」、第8の「資料の保存・開示等」に関  

連している。   

結核・エイズ、精神医療等に関連して、疾病のつくる差別・偏見の克服、国民社会  

への普及啓発の意義に詳しい有識者を招き、講演をいただき、質疑を行った。その中  

で、疾病のつくる偏見・差別の防止に関しては、国・自治体の政策の影響が大きいこ  

と、医学関係者が疾病に関する知識を正しく理解し、人々に周知していくことが重要  

であること、人々が関心を持ち続けることが重要であることが確認されたム   

これらの検討結果をふまえて、患者・被験者および医療従事者の権利と責務のあり  

方について、基本的な内容が確認された。それを受けて、「患者・被験者の権利擁護  

のあり方」、および「疾痛のつくる差別・偏見の克服、国民・社会への普及啓発」の  

実現に向けた道筋をより詳細に検討するために、それぞれワーキンググループを設置  

し、検討を行った。   

「患者・被験者の権利擁護のあり方」に関するワーキンググループにおいては、あ  

り方の実現を目指す具体的な道筋を示すことを目的に、ワーキンググループの中に法  

律家委員から成る作業班を設け、我が国の状況、および諸外国の事例の内容等も勘案  

して、あり方の体系化を行い、法制化を基本とした道筋について、「患者の権利に関  

する体系」として今後の方向性をとりまとめた。このとりまとめは、患者の権利につ  

いての法規定を整備し、合わせて医療従事者の責務や国・自治体の責務について患者  
の権利の擁護という観点から位置づけし直し、規定の整備を図ることが喫緊の課題と  

なっているとの認識のもとに行われたものである。   

「疾病のつくる差別・偏見の克服、国民・社会への普及啓発」に関するワーキング  

グループにおいては、正しい医学的知識の普及・啓発や人権教育の徹底が重要である  

ということの確認、また国・地方自治体の責務とともに、施策を推進するための組織・  

機関の設置等に関する提言を内容とする、道筋をとりまとめた。   

本報告は、検証会議の提言に示された内容が、広く社会に受け入れられ、定着して  

いくことを可能とする、あり方、道筋等を検討し、わが国の社会の現状をふまえた再  

発防止策の方向性をとりまとめ、示したものである。今後は、関係省庁・自治体、関  

連する各界・各団体等から意見を聞くなど、取り組みの実施状況の把握に努め、実現  

に向けた道筋等について、さらに検討を進める必要があると考える。合わせて、国に  

対して、本報告に示された内容について、その実現に向けた取り組みを積極的に進め  

るよう促していきたい。  

以  上  
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